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令和２年４月28日（火曜日）

午前10時36分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・県立学校における新型コロナウイルス感染症

対策の対応について

出席委員（７人）

委 員 長 岩 切 達 哉

副 委 員 長 内 田 理 佐

委 員 蓬 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 二 見 康 之

委 員 日 高 博 之

委 員 渡 辺 創

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

警 務 部 長 大 塚 祥 央

警務部参事官兼
日 高 俊 治

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 時 任 和 博

刑 事 部 長 中 川 正 純

交 通 部 長 河 野 俊 一

警 備 部 長 小 野 博

警務部参事官兼
福 栄 芳 政

会 計 課 長

警務部参事官兼
河 野 晃 央

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
久米田 勇 二

生活安全企画課長

総 務 課 長 河 野 博 之

少 年 課 長 日 髙 貴

生 活 環 境 課 長 廣 田 匡 慶

交 通 規 制 課 長 垂 水 一 洋

運 転 免 許 課 長 河 野 禎 治

企業局

企 業 局 長 井 手 義 哉

副 局 長
横 山 浩 文

（ 総 括 ）

副 局 長
中 村 安 男

（ 技 術 ）

総 務 課 長 橋 本 文 人

経 営 企 画 室 長 宮 田 晃 尚

工 務 課 長 新 穂 浩 一

電 気 課 長 田 原 充 生

施 設 管 理 課 長 山 本 正 信

総 合 制 御 課 長 楠 見 博

教育委員会

教 育 長 日 隈 俊 郎

副 教 育 長 黒 木 淳一郎

教 育 次 長
工 藤 康 成

（教育政策担当）

教 育 次 長
黒 木 貴

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 川 北 正 文

財 務 福 利 課 長 四 位 久 光

育 英 資 金 室 長 山 崎 博 文

高 校 教 育 課 長 押 方 修
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義 務 教 育 課 長 吉 田 英 明

特別支援教育課長 松 田 律 子

教 職 員 課 長 東 宏太朗

生 涯 学 習 課 長 新 純一郎

スポーツ振興課長 押 川 幸 廣

文 化 財 課 長 籾 木 郁 朗

人権同和教育課長 島 㟢 善真理

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課副主幹 前 野 陽 子

○岩切委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

現在、お座りの席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程案のとおり

でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部の入替えの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 次に、審査方法についてであり

ます。

お手元に配付してある資料、委員会審査の進

め方（案）を御覧ください。

お手元の資料のとおり、教育委員会の審査に

つきましては、班ごとに説明と質疑を行いたい

と存じます。

また、全体での質疑の場は設けませんので、

質疑は各班の審査の際にお願いいたします。

審査の進め方については以上でありますが、

このとおり進めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのように決定しま

す。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時40分休憩

午前10時41分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会委員となりました。

一言、御挨拶をさせていただきたいと思います。

私は、このほど委員長に選任されました宮崎

市選出の岩切でございます。

警察業務というのは、県民の生活安全のみな

らず、近年はＤＶや虐待など家庭問題等につい

ても相談、支援を行う本当に範囲の広い仕事に

なってまいります。昨今のコロナウイルスに関

する様々な社会現象の中でも役割があろうかと

いうふうに思いますが、私ども一生懸命審査を

通じて皆様の業務を御支援申し上げたいという

ふうに思っておりますので、ひとつよろしくお

願い申し上げたいと思います。

次に、委員を御紹介いたしますが、座りまし

て御紹介をさせていただきたいと思います。

まず、私の隣が延岡市選出の内田副委員長で

ございます。

次に、向かって左側ですけれども、北諸県郡

選出の蓬原委員でございます。

令和２年４月28日(火)
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都城市選出の二見委員でございます。

日向市選出の日高委員でございます。

替わりまして右側でございますけれども、え

びの市選出の中野委員でございます。

宮崎市選出の渡辺委員でございます。

書記の紹介をいたします。

正書記の藤村主幹でございます。

副書記の前野副主幹でございます。

では、次に、本部長の御挨拶、幹部職員の紹

介並びに所管業務の概要説明等を簡潔にお願い

をいたします。

○阿部警察本部長 警察本部長の阿部でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

委員の皆様には、平素から警察業務各般にわ

たりまして、深い御理解と御協力を賜っている

ことに関しまして、厚くお礼申し上げます。着

座にて失礼いたします。

本日は、新体制での初めての常任委員会でご

ざいますので、最初に幹部職員の紹介を行い、

その後に宮崎県警察の組織について、令和２年

度歳出予算について、令和２年度４月補正予算

についての３項目につきまして警務部長のほう

から報告をさせますが、これらに先立ちまして、

現在のこの新型コロナウイルス感染症に係る今

次事態に際しての警察の取組について簡単に御

報告をさせていただきたいと思います。

第１に、警察では新型コロナの感染拡大に混

乱等に乗じた各種犯罪の防止と取締りを徹底し

ております。

具体的には、マスクの無償配布や助成金、給

付金などをかたる詐欺ですとか悪質商法事犯の

被害発生を未然に防止するため、防犯情報メー

ル等、各種媒体を活用した注意喚起を行ってお

ります。

また、他の都府県におきましては、休業中の

飲食店や事務所などに対する侵入窃盗事件、こ

ういったものを我々は出店荒らしですとか事務

所荒らしと呼んでいますが、こういったものが

多発しております。本県でもこの種の犯罪の発

生が懸念されますので、繁華街等における制服

警察官やパトカーによる警戒活動を強化してお

ります。

第２に、県の対策本部長である知事からの協

力要請を受け、知事による外出自粛等のメッセ

ージの周知に協力しております。

具体的には、繁華街等における通常の警察活

動を通じて、接客を伴う飲食店等への外出自粛

要請が出されている旨を告知したり、国道10号

沿い等、県内に23基ある交通情報板に「コロナ

対策、できる限り、外出の自粛をお願いします」

というメッセージを掲示したりするなどの活動

を行っております。

そして第３に、今後ともこれら警察活動を継

続するためには、警察職員一人一人の感染防止

対策を徹底するとともに、もし職員の感染が確

認された場合でも、その拡大防止を図りつつ、

必要な警察機能を維持・継続できるよう、人員、

装備、態勢面での備えに万全を期しております。

いずれにいたしましても、警察としては、新

型コロナウイルス感染症に係る今次事態に際し、

混乱等に乗じた各種犯罪の抑止、取締り等、本

来の治安責任を全うすることはもとより、事態

の緊急性、重要性に鑑み、知事の意向を十分に

踏まえながら、できる範囲での協力を行い、事

態の一刻も早い収束に向け貢献してまいる所存

であります。

それでは、幹部職員を建制順に御紹介いたし

ます。

警務部長の大塚警視正でございます。

警務部参事官兼首席監察官の日高俊治警視正
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でございます。

生活安全部長の時任警視正でございます。

刑事部長の中川警視正でございます。

交通部長の河野俊一警視正でございます。

警備部長の小野警視正でございます。

警務部参事官兼会計課長の福栄警視でござい

ます。

警務部参事官兼警務課長の河野晃央警視でご

ざいます。

生活安全部参事官兼生活安全企画課長の久米

田警視でございます。

総務課長の河野博之警視でございます。

少年課長の日髙貴警視でございます。

生活環境課長の廣田警視でございます。

交通規制課長の垂水警視でございます。

運転免許課長の河野禎治警視でございます。

以上が、警察本部執行部の職員でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

○大塚警務部長 初めに、県警察の組織につい

て御説明いたします。

お手元に配布しております資料２の宮崎県警

察の組織についてを御覧ください。

県警察は、宮崎県公安委員会の管理の下、警

察本部に５部26課１所４隊を置き、警察学校を

附置、県下に13警察署、交番及び駐在所等169施

設を設置しております。

各部の所掌事務でありますが、警務部は、会

計、人事、監察、教養及び福利厚生に関するこ

となどを、生活安全部は、犯罪の予防、地域警

察、通信指令、少年の健全育成、サイバー犯罪

や生活経済事犯等の捜査及び風俗営業等の許認

可に関することなどを、刑事部は、犯罪の捜査、

暴力団、薬物、銃器の取締り等、組織犯罪対策

及び犯罪鑑識・科学捜査に関することなどを、

交通部は、交通安全対策や交通規制、交通指導

取締り、交通事故捜査及び運転免許に関するこ

となどを、警備部は、不法滞在の取締りや災害

対策、警衛及び警護に関することなどを担当し

ております。

なお、本年３月の組織改編におきまして、将

来の治安課題に的確に対応するための人財育成、

指導等の司令塔として、警務部に人財育成課を

新設したほか、深刻な被害に至る可能性の高い

児童虐待事案対策を推進するため、少年課に児

童虐待対策官を配置し、児童相談所に児童虐待

対策指導官として警部級の幹部警察官を派遣、

高齢歩行者・運転者の交通事故防止対策を推進

するため、運転免許課に高齢運転者等支援室の

新設などを行っております。

今後とも、組織の総力を挙げて、県民の期待

と信頼に応える警察活動を推進してまいります

ので、引き続き、御理解と御支援をお願い申し

上げます。

続きまして、警察本部の令和２年度歳出予算

の概要等につきまして御説明いたします。

警察本部の歳出予算要求の基本的な考え方は、

県民の期待と信頼に応える強くしなやかな警察

という令和２年の宮崎県警察運営方針のもと、

治安維持に必要な経費を措置しております。

それでは、お手元にお配りしております、４

ページの資料３、令和２年度歳出予算について

を御覧ください。

最初に、資料の１、令和２年度歳出予算の概

要について御説明いたします。

警察本部の令和２年度の歳出予算額は、272

億6,940万3,000円であり、退職手当や次世代警

察無線システム等の整備費の増額により、総額

では、対前年度比２億1,971万6,000円の増額と

なっております。
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次に、２、主な事業については、５ページの

「交番・駐在所セキュリティ対策事業」から順

番に御説明いたします。

全国で発生している警察官襲撃事案を踏まえ、

交番・駐在所施設に防犯カメラを整備し、交番

・駐在所のセキュリティ機能を高め、勤務員及

びその家族の安全を確保するとともに、不在時

における施設の警戒強化及び交番等に対する犯

罪抑止を図ることができるものと考えておりま

す。

続きまして、６ページの次世代警察無線シス

テム等整備事業につきまして御説明いたします。

警察では、警察官相互の連絡を図る通信手段

として警察独自の警察無線システムを構築し、

高度化を図っておりまして、そのための経費に

ついては基本的な整備を国費により、国費で不

足する分は県費により措置をしております。

こうした中、現在の無線システムにつきまし

ては、整備から約14年が経過し、老朽化等の問

題が生じております。そのため、警察庁では全

国の無線システムの更新整備を進めており、本

県を含む九州管区内各県警は今和２年度に更新

整備を行う計画となっております。そこで県費

で整備された現行の無線システムについても更

新整備を図ることとしたものであります。

これにより、全国警察との情報共有や警察官

の位置情報の把握はもとより、無線通信が困難

であった山間部等での無線通信が可能となるほ

か、大規模災害時における通信エリアの拡充な

ど警察活動の強化を図ることができるものと考

えております。

続きまして、７ページの広域緊急援助隊合同

訓練につきまして御説明いたします。

本県警察の警備力だけでは対応が厳しい大規

模な自然災害や事故災害等が発生した場合、九

州管区内各県警の広域緊急援助隊をはじめ、自

衛隊、消防等防災関係機関と連携して、広域か

つ迅速な災害警備活動を展開しなければなりま

せん。

そこで本事業では、九州管区内の広域緊急援

助隊隊員など約600名を１泊２日の行程で県内に

集結させ、実働訓練、野営訓練等を実施いたし

ます。

これにより、各県警との連携及び隊員の技術

向上を図るとともに、関係機関との連携を強化

することにより、県内で大規模災害が発生した

際に、迅速、的確な災害救助活動を行うととも

に、人的・物的被害の拡大防止を図ることがで

きるものと考えております。

最後に、８ページの交通安全施設整備事業費

につきまして御説明いたします。

交通の安全を確保する必要がある道路におき

まして、交通環境の改善や交通事故の防止を図

り、併せて交通の円滑を図るためには、総合的

な計画のもとに交通安全施設を整備する必要が

あります。

事業には、国庫補助事業と県単独事業があり、

国庫補助事業では、交通安全施設等整備事業の

推進に関する法律施行規則で定められた交通量

が多く事故が多発している道路、市街地におけ

る歩行者の事故が多い道路、交通事故が多発す

るおそれのある道路として指定された特定の道

路区間内等での整備を行います。

国庫補助事業としましては、（４）のア、交通

管制及び信号機改良等整備費、ウ、円滑化対策

事業費、エ、コンクリート製信号機柱の鋼管柱

化があります。

また、県単独事業は、その他の区域で整備を

行います。県単独事業としましては、イ、信号

機新設、道路標識及び道路標示等整備費、オの
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その他として、信号機等のデザインポール共架

整備費があります。

これらの事業によりまして、令和２年度は、

信号機４基を新設するほか、信号機移設５基、

信号制御機106基の更新やコンクリート製信号機

柱の鋼管柱化120本、信号機のＬＥＤ化73式等の

整備を予定しております。

○岩切委員長 所管業務の概要説明が終わりま

した。

警察本部の所管業務に関する質疑はありませ

んでしょうか。

○渡辺委員 冒頭の本部長の発言に関連して幾

つかお伺いします。もし、補正予算に関わるこ

とがありましたら後で結構です。

まず、御説明があった取組の中で、マスクの

詐欺とか助成金の詐欺に関して他県での動きが

あり注意喚起を図っている件について、それか

ら、休業中の出店荒らし等の警戒を強めている

というお話がありましたが、現時点で、県内で

その疑いが強いと思われるような案件があるの

か否かということについて。

併せて、運転免許の更新に関して対応されて

いらっしゃると思うのですが、警察庁からの指

示が具体的にどのような内容であったのかとい

うことと、宮崎県警としての対応はどのように

なっているのかということをお伺いしたいと思

います。

○時任生活安全部長 新型コロナウイルス感染

症に伴う対応についてでありますが、感染拡大

に伴いまして全国各地では、先ほど本部長から

ありましたように、マスクを無料で送るとか新

型コロナウイルスで助成金が出るといった詐欺

とみられる不審電話や不審メールが確認されて

おりますが、新型コロナに乗じた悪質商法事犯、

新型コロナの検査を口実とした女子児童に対す

る声かけ事案、あるいは繁華街等において現在

休業中の飲食店、事務所がありますけれども、

大規模府県ではそういった侵入窃盗事犯も発生

しているところであります。

これまでのところ、県内におきましては、こ

の種の犯罪の被害は確認されておりません。た

だ、不審電話とか不審メール等の相談は十数件

寄せられております。混乱に乗じて人の不安に

付け込む悪質な犯罪に対して、警察としては厳

しく取り締まっていくこととしております。

先ほど本部長からありましたけれども、この

種の犯罪に関する情報を集約しまして、防犯メ

ール等の各種媒体等を活用して広報啓発を行っ

ているほか、今後とも適切な警察安全相談を通

しまして、県民の不安の軽減に努めていくとと

もに、制服警察官やパトカーによる積極的な警

戒活動を推進してまいりたいと考えております。

○河野交通部長 運転免許更新について御説明

いたします。

まず１点目、警察庁からの具体的指示の内容

でございますけれども、これは当初コロナウイ

ルスの影響によって運転免許の更新ができない、

あるいは困難な方に対して、７月31日までに免

許の更新期日を迎える方々に対しまして、３か

月の更新期間の延長、これを行うように指示が

来ております。

その他、仮免許の期限について、通常であれ

ば期限が何か月というのがあるんですけれども、

それを弾力的に運用して、コロナウイルス対策

に資するように等々の指示が来ております。

県警の取組でございますけれども、４月20日

から更新業務を一時的に中止しております。更

新業務は窓口だけで手続が済むのではなく、そ

の後、教室形式のところにお集まりいただいて、

更新時講習等を行わなければなりませんので、
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窓を開放してのコロナウイルスの感染症対策は

とっておりましたが、なるべくリスクを回避す

るという目的で─これは警察庁の指示という

わけではなく県警の判断ということで─４

月20日から運転免許更新業務を中止しておりま

す。

その代替手段といたしましては、最寄りの警

察署、あるいは最寄りの運転免許センターに更

新期日が迫った方々にお越しいただき、免許証

の裏に３か月の更新のスタンプ等を押すことに

より、その免許の更新を延伸するという措置を

取らせていただいております。

○渡辺委員 交通部長の御説明のところですが、

県警の判断としては運転免許センターに行けな

いときに警察署で更新する。これは制度の仕組

み上、自動的に延長することはできないのか。

今の宮崎の感染状況は一定程度に収まっている

わけですが、人との接触を回避するという意味

で、警察署に行かなくても期日が来たら自動的

に３か月延長ということはできないのか。これ

は何か仕組みの、申請の問題でそういうことが

できないために、警察署での手続が必要なのか、

もう少しその辺のところ御説明をいただけない

でしょうか。

○河野交通部長 この３か月の免許期日の延伸

は、最初に申し上げた警察庁の全国統一的な基

準で実施をいたしております。

一旦、免許更新業務を中止したのは、あくま

でも県警独自の判断でございますが、その実施

方法については、全国斉一で、横並びでやらせ

ていただいているということでございます。

○渡辺委員 分かりました。

もう一点、県警の組織に関してです。先ほど

御説明の中にありましたが、青少年の問題の対

応ということで、昨年の予算段階で説明を受け

ていますが、少年課の警部クラスの方の出向、

派遣があると伺いました。

これは現職の方が行っているということで理

解をしていますけれども、例えば、教育委員会

から県警の少年課に出向されたりというのは今

までもあったと思うんですが、警察本部から災

害対策のところは別にして、この青少年に関す

るところに警察本部から出向されるのは初めて

のことになるのでしょうか。それとも、久方ぶ

りという認識でよろしいのでしょうか。その辺

だけ確認させていただけないでしょうか。

○時任生活安全部長 児童の安全確保のための

児童相談所への警察官派遣というのは今回が初

めてであります。

先ほど委員からお話がありました教育委員会

との人事交流は従前から行っているところであ

ります。

○渡辺委員 ありがとうございました。

○岩切委員長 ほかに御質疑はございませんで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、次に、本委員会に付

託されました議案等についての説明を求めます。

委員の質疑は執行部の説明が終了した後にお

願いをいたします。

○大塚警務部長 議案第１号「令和２年度宮崎

県一般会計補正予算（第１号）」の公安委員会関

係につきまして御説明いたします。

お手元の文教警察企業常任委員会資料と、歳

出予算説明資料の121ページで御説明をいたしま

す。

それでは、資料１、令和２年度４月補正予算

案についてを御覧ください。

今回の補正予算案につきましては、警察業務

における新型コロナウイルス感染症対策事業と
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して、警察の業務継続に必要となる資器材を整

備するものです。補正に係る予算計上額は963

万8,000円であります。今回は資器材の整備とな

りますので物件費のみの増額となり、補正後の

予算は合計で272億7,904万1,000円となります。

続きまして、次のページの資料１－１を御覧

ください。

事業の目的につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症の感染者が全国で日々発生し、感染

経路が判明しない感染者も確認されるなど、さ

らなる感染拡大が懸念されるところであります。

このような情勢を踏まえ、警察本部としまし

ては、治安維持の責務を果たすため、現場活動

に支障を来すことがないよう、感染予防のため

の資器材を整備して警察業務の継続を図り、併

せて、感染の拡大防止を図るものであります。

事業の概要としましては、アの窓口業務は、

警察安全相談や各種許可事務に係る届出などを

受理する窓口業務において、来訪者及び窓口業

務職員の感染予防対策を行うためのマスクや消

毒液を購入するものです。

他県では、職員の感染により警察施設が閉鎖

に至った事例もあり、警察本部としましては、

県民の利便性が損なわれないように、また、安

心して窓口に来訪できるよう、しっかりとした

感染予防対策を行うものであります。

イの留置管理業務は、留置施設内における被

留置者及び看守勤務員等の感染予防対策を行う

ため、マスクや消毒液のほか感染防護対策キッ

トなどを購入するものです。留置施設は閉鎖さ

れた環境であり、被留置者への適切な感染予防

対策が極めて重要であることから、被留置者及

び看守勤務員等の感染予防対策を行うものであ

ります。

ウの事件事故現場活動は、県内で発生する事

件事故現場活動に従事する警察官の感染予防対

策を行うものであり、マスクや消毒液のほか、

感染防護対策キットなどを購入するものです。

全国で感染者が増加している状況の中、事件

事故現場活動に従事する警察官の感染リスクは

非常に高いものとなることから、感染予防対策

を行うものであります。

事業の効果としましては、感染予防対策を図

り、警察業務における感染者の発生を防ぐこと

により、警察としての機能の維持が可能となり、

県民の安全で安心な暮らしを守ることができま

す。

○岩切委員長 議案に関する説明が終了いたし

ました。

御質疑はありませんでしょうか。

○渡辺委員 補正予算の内容で、事業内容のア

とイについてはイメージできるのですが、その

次のウに関して、群馬県だったと思いますが、

交通事故絡みの現場対応で警察官が感染したと

いう事案があったと思います。日常的に警察官

の方は現場で活動をされていらっしゃると思う

んですけれども、実際に何をするのかというこ

とが分かると理解が深まると思うので、もう少

し具体的にお伺いしたいのですが。

○中川刑事部長 一般的に外部活動において、

特によくあるのが検視─変死体という形で家

で御遺体が発見されたといった場合に、必ず警

察官が臨場いたしまして、犯罪に関わるのか、

病死なのか、そういったことで検視という業務

をやります。

その場合がやはり一番危険度が高まってまい

りますので、現在このような状況でありますか

ら、一様に遺体に触るとかそういうことだけで

はなくて、家族の方とかあるいは友人、勤務先

等々からこの人の最近の状況等を把握した上で
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実際の検視業務を行います。その際に警察官、

職員を守るという意味で、マスク、ゴーグル、

タイベックスーツ、防護服、ゴム手袋等を着用

して業務に当たることが結構あります。

そういった場合もありますし、あるいは捜査

における事件の被疑者であったり、参考人であっ

たり、被害者の方であったり、警察署の取調室

等でお話を聞かせていただく場合があります。

そういう場合も、やはりこちらからもうつさな

いというのと、感染予防対策のためにマスクの

着用等々をしております。そういったことが一

般的に捜査に関わるものでは使用義務が出てく

るということになります。

○日高委員 地域によっては休業要請が出てい

るにも関わらず、店を開けているケースがあっ

たり、店を開けていなくても、店の看板を消し

て中でわいわいやっていたりということも見受

けられると聞いております。警察としては、そ

ういう場合の取締りはどこまでできるのか。制

約もあると思いますが、見回り等、どこまでで

きるのかお伺いしたいと思います。

○時任生活安全部長 現在の県内の接客を伴う

飲食店やパチンコ店等に対して、県から休業要

請をお願いしているところですけれども、今回

のこの新型コロナ特別措置法においては、警察

が行使し得る特別な権限に関する規定は設けら

れておりませんので、一般的な警察権限に関す

る法令の枠内での対応が原則となってきます。

したがいまして、現時点では県警から直接事

業者等に対して休業要請を呼びかけるようなこ

とは考えておりませんが、先ほど本部長からも

話がありましたように、事態の緊急性や重要性

を鑑みまして、対策本部長である知事からの協

力要請の内容に応じて、できる範囲の協力はし

てまいる所存であります。

ちなみに、県外ではパチンコ店の関係が今問

題になっておりますけれども、県内では宮崎県

の遊技業協同組合─これはパチンコ店の組合

なんですけれども、ここに確認しましたところ、

４月26日日曜日現在では、県内の全てのパチン

コ店が休業していることを把握しております。

警察におきましては、休業中の飲食店や事務所

を狙った侵入窃盗事件が県外で発生しており、

県内でも発生が懸念されますので、こういった

パチンコ店を含めた休業中の飲食店、事務所等

の警戒活動を強化しているところであります。

○日高委員 遊興施設、いわゆるパチンコ店は

休業要請に協力してもらっていると聞いており

ます。市町村職員が夜にスナックとかバーとか

の見回りをされていると聞いております。

しかし、市町村の職員ではなかなか、何をし

に来たのか、というぐらいにしか思われないが、

制服を着た警察官が自粛を頼みますよと言うだ

けでも、大分効果が違ってくるんですね。そこ

で、ぜひ各警察署のほうで、一回でもいいから

そういった形で見回りをお願いしたいと思って

おります。

それから、今後ゴールデンウイーク中からゴ

ールデンウイーク明けにかけて、県からの給付

金が支給されますし、市町村からも、国からも

給付金があります。もう、もらう人が混乱する

ぐらいいろいろあるんですね。それらを狙った

凶悪な詐欺グループというのは、全国的に現れ

る可能性が当然高いと思います。そこで、何ら

かの対策を打ってもらいたいと思いますが、県

警の対応についてお伺いします。

○時任生活安全部長 ただいま休業中の飲食店

に対する協力金とか、国においては全国民に一

律10万円を支給する特別定額給付金等もありま

す。委員がお話されましたとおり、これらを狙っ
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た不審メールとかも、現在他県では確認されて

おります。

そういったことから今県警におきましては、

例えば、この10万円の特別定額給付金の支給に

乗じた詐欺への注意等につきまして、防犯メー

ルを数件出させてもらっているところでござい

ます。

引き続き、防犯メールや地域安全情報の提供、

あるいは街頭活動の際に地域住民に対する広報

啓発活動を積極的に行ってまいりたいと考えて

おります。

○日高委員 ＣＭ等で度々見ますので、一定の

効果が出て来ていると思っています。ただ、今

回の県の給付金については、ゴールデンウイー

ク中に申請が始まるということです。その後も、

市町村や国の申請が始まるものもあったりして

ごちゃ混ぜになるものですから、啓発が隅々ま

で行き渡るようによろしくお願いいたします。

○二見委員 遊技業のことでお話が出たので確

認なんですけれども、パチンコ店は必ず遊技業

の組合に入っていらっしゃるんですか。

○時任生活安全部長 ３月末現在で121店舗のパ

チンコ店がありますけれども、全てがこの組合

に入っておられるわけではありません。

○二見委員 入っているわけじゃない。（「はい」

と呼ぶ者あり）先ほどの話では、その遊技業の

組合のほうで全部確認して４月26日現在では全

店舗が休業しているというお話だったと思うん

ですけれども、これはどのように確認されたの

でしょうか。

というのも、私のところにもいろんなところ

からあそこの店舗が開いていましたよ、といっ

た連絡が来て、確認には行っていないので、実

際に開いていたのかどうかまでは見ていないん

ですけれども、地域の人たちにとっては、そこ

の関心度は非常に高くて不安視している。

都城市の場合、鹿児島県との県境の部分もあ

るものですから、よそからの流入について非常

に敏感な部分もあります。

だから、確認作業というのは非常に大変かも

しれないんですけれども、休業の実施確認をしっ

かりやっていかないといけないと思うんですが、

その辺はどのように取り組んでいるんでしょう

か。

○時任生活安全部長 警察本部のほうから宮崎

県遊技業協同組合のほうに電話で確認をしてお

りますけれども、具体的にパチンコ店が休業し

ているかどうか、どのように調査されたかとい

うところは聞いておりませんので、また再度確

認はしたいと思っております。

○二見委員 何らかの対応をしっかり検討しな

ければ、休業要請に対しての協力金という話も

ありますので……。そうかといって、こういう

ことはその地域の人たちからの情報提供だけに

頼るわけにもいかないと思います。見つからな

ければよいということでもないと思いますから、

これで大丈夫なのかなと不安に思ったところで

すけれども、一応質問としては以上です。

○中野委員 連休中の警察業務は通常どおりな

んですか。

○大塚警務部長 通常の平日・祝休日と全く同

じ体制で対応させていただきます。

○中野委員 というのは、連休中、いわゆる県

外からの観光客とか、そういう人を締め出すわ

けじゃないんですが、いろいろ規制をしたいと

いう動きが出てくると思うんです。

観光地の駐車場を閉鎖するとかいう動きがあ

るかと思うんです。そうすると必ずトラブルが

発生すると思うんですけれども、その辺りの対

応というのは警察業務とは関係ないのかもしれ
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ませんが、万全な体制をされるのかどうかとい

うところを伺いたい。

私はえびの市選出ですけれども、意外とえび

の高原も最近車が多くなったんです。今まで噴

火で沈んでおったんですけど、最近は増えつつ

あるんです。この連休中どうなるのかなと非常

に心配、懸念をしております。

連休で県外からの観光客が増えると、北九州

あたりから来るのではないかという心配もある

んですけれども、あそこの駐車場が閉まるのか

どうかは分かりませんが、そうなった場合にト

ラブルが発生しないかという気がするものです

から、その辺の警戒も含めていろいろと対応を

しておいていただきたいという気がしましたの

で発言させていただきました。

○大塚警務部長 先ほど通常の平日・祝休日と

同じ体制と申し上げましたけれども、県警にお

きましても、このゴールデンウイーク期間中の

県外への外出等につきましては自粛するように

と、各職員に対して文書で通知をしております。

通常の平日・祝休日と比べると県警の警察官の

体制というのは、休暇を取っていたとしても県

内に数多くおりますので、先ほどおっしゃった

ようなトラブル等が発生した場合に、現場の警

察官では体制が十分じゃないというような場合

も、そのトラブルも含め、災害等あらゆる事案

にしっかり即応できるように各警察署において

は体制を整えております。

非常時においても警察においては通常時と変

わらない対応をしていまいりたいと考えており

ます。

○渡辺委員 先ほどの遊技場、パチンコ店の関

係ですけれども、管轄庁は警察庁になりますよ

ね。営業するには警察署の営業許可が必要だっ

たと思いますが、営業許可の問題と今度の特措

法による知事要請では警察に権限はない。つま

り、特措法による要請は、営業許可とは全く切

り分けられた、あくまでも事務的にも警察の関

与はない、そういう理屈の整理でよろしいでしょ

うか。もう一回確認をさせてもらいたい。

○時任生活安全部長 ただいま委員がお話され

ましたとおり、パチンコ店等に対しては許認可

業務を公安委員会が行っておりますので、そう

いった許認可、あるいは知事処分とか、そういっ

た業務をやっております。しかし、今回の新型

コロナ対応の特措法におきましては、先ほども

御説明しましたとおり、警察が行使し得る特別

な権限の規定はありませんので、一般的な警察

権限に関する法令の枠内での対応が原則となっ

ております。

○大塚警務部長 １点だけ補足をさせていただ

きますと、パチンコ営業等につきましては、風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律で規制されておりまして、その法律に基づき

営業の許可を出しているということで、法律の

中では、その目的として、善良の風俗と正常な

風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障

害を及ぼす行為を防止するため、法律で規制さ

れているものです。したがいまして、今回のコ

ロナウイルスの関係に関しましては、この法律

の中では、特に警察において、その許可を与え

ている営業に対して指導等を行うことはできな

いというようなことでございます。

○渡辺委員 全般的な話になりますが、このコ

ロナの影響を受けて、例えば新規事業や、もし

くは今年度警察本部として特に重要だと思って

いる事業で、その予算執行に影響が出ているよ

うなもの、例えば、広域緊急援助隊合同訓練が

いつ開催されるものだったか失念してしまいま

したが、こういう訓練の実施が時期的に難しく
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なっているものがあるとか、今の段階で予算執

行に何らかの影響がで出ているものがあれば教

えていただきたいと思います。

○福栄会計課長 現時点におきまして、予算執

行において支障のあるものはございません。た

だし、今後、工事等に関しましては、人材ある

いは機材の納入等に影響のある可能性はありま

す。それを含めて早期発注、そして終了を目指

しております。

○渡辺委員 ありがとうございました。

○小野警備部長 先ほど渡辺委員からお尋ねの

ありました広域緊急援助隊の訓練実施予定日で

ありますが、これは令和３年１月を予定してお

りますので、現時点においては予定どおり行う

方針であります。

○岩切委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもって県警本

部の審査を終わりたいと思います。執行部の皆

様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時24分休憩

午前11時29分再開

○岩切委員長 それでは、委員会を再開したい

と思います。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会委員となりました。

御挨拶を申し上げたいと思います。

私は、このたび当委員会の委員長に選任され

ました宮崎市選出の岩切と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

企業局の皆様におかれましては、所管業務が

現在課題となっている地球環境の問題、さらに

はＳＤＧｓと評価される持続可能性に影響の深

い業務だというふうに認識しております。歴史

の深い企業体でございますので、ぜひそのノウ

ハウをこれからの県政に生かしていただければ

と思います。私もしっかり勉強して皆様の業務

に御支援を申し上げたいというふうに思ってい

るところでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

座りまして、委員の紹介をさせていただきた

いと思います。

まず、私の隣におりますのが延岡市選出の内

田副委員長でございます。

向かって左側になります。北諸県郡選出の蓬

原委員でございます。

都城市選出の二見委員でございます。

日向市選出の日高委員でございます。

替わりまして右側でございます。えびの市選

出の中野委員でございます。

宮崎市選出の渡辺委員でございます。

書記の紹介をいたします。

正書記の藤村主幹でございます。

副書記の前野副主幹でございます。

それでは次に、局長の御挨拶、幹部職員の御

紹介並びに所管業務の概要説明等を簡潔にお願

いいたします。

○井手企業局長 企業局長の井手でございます。

このたび企業局長を拝命いたしました。何と

ぞよろしくお願いいたします。

私ども企業局は、地方公営企業といたしまし

て水力発電をメインとする電気事業、そして細

島工業団地に工業用水を供給しております工業

用水道事業、さらに一ツ瀬川県民スポーツレク

リエーション施設を運営する地域振興事業、３

つの事業を経営しております。

これまでおおむね順調に推移してまいったと

ころでございますけれども、企業局の保有する
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発電所や工業用水道施設は昭和30年から40年代

に建設された施設が多く、今後、大規模改良を

計画的に行っていく必要があります。

特に電気事業におきましては、老朽化した発

電所の大規模改良工事に伴い一時的に事業収益

が減少し、今後数年間はその収支がマイナスと

なることが見込まれております。

しかしながら、中長期的視点から計画的に経

営基盤の強化を図り、安定した事業運営を継続

できる体制を整備する大切な期間というふうに

捉えておりまして、引き続き、職員一丸となっ

て健全経営の推進に努めてまいりたいと考えて

おります。委員の皆様方の御指導をよろしくお

願いしたいと思っております。

それでは、座って説明させていただきます。

委員会資料の１ページをお開きいただきたい

と思います。

こちらの名簿に従いまして幹部職員を紹介さ

せていただきます。

まず、総括副局長、横山浩文でございます。

技術副局長の中村安男でございます。

総務課長の橋本文人でございます。

総務課経営企画室長の宮田晃尚でございます。

工務課長の新穂浩一でございます。

電気課長、田原充生でございます。

施設管理課長の山本正信でございます。

総合制御課長の楠見博でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

それでは、早速説明に入らせていただきます。

今お開きの委員会資料、左側のページの目次

を御覧いただきたいと思います。

企業局では、今回の臨時議会への提出議案は

ございませんので、本日は、この目次に記載の

項目の中から、Ⅰの企業局の組織の概要及び主

な事務分掌と、Ⅲの令和２年度宮崎県公営企業

会計当初予算について説明をさせていただきま

す。

２ページを御覧いただきたいと思います。

１の企業局の組織及び職員数でございます。

その枠囲みにありますように、本庁５課１室

１出先機関となりまして、職員数は121名、その

下に組織図を掲げております。本年４月１日付

で、図のアンダーラインのところ、組織改正を

行っております。各課の事務分掌につきまして

は、右側のページに記載のとおりでございます。

続きまして、ページが飛びますけれども10ペ

ージを御覧いただきたいと思います。

Ⅲ、令和２年度宮崎県公営企業会計当初予算

でございます。

１の令和２年度宮崎県公営企業会計当初予算

のポイントでございますが、令和２年度の当初

予算につきましては、企業局の経営の指針であ

ります企業局経営ビジョンを踏まえ、将来にわ

たって健全経営を維持し、地域貢献を続けてい

くため、ここに掲げております３つの方針、（１）

の電力システム改革への的確な対応、（２）の老

朽化した施設、設備の計画的な更新・改修、（３）

の地域貢献に資する取り組みの推進、この３つ

の方針に基づき編成しております。

右側のページ、11ページを御覧いただきたい

と思います。

２の令和２年度宮崎県公営企業会計当初予算

の概要でございますが、（１）、電気事業でござ

います。

業務の予定量であります年間供給電力量、４

億8,006万キロワットアワーでございまして、収

益的収支の上の段ですが、その左側の２番目の

欄、収支残です。太枠で囲んでおりますが、マ

イナス４億1,607万8,000円としております。

収支残がマイナスとなっておりますが、冒頭
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申し上げましたとおり、令和２年度から７年度

までの大規模改良工事に伴い事業収益が減少し、

今年度は収支がマイナスとなる見込みでござい

ます。

その下の欄、（２）、工業用水道事業につきま

しては、業務の予定量であります13企業と日向

市を合わせた14の給水事業所に対する年間総給

水量は3,806万7,450立方メートルでありまして、

収益的収支の収支残は199万1,000円であります。

一番下の段、（３）、地域振興事業でございま

す。

業務の予定量であります年間施設利用者数を

３万1,500人としまして、収益的収支の収支残

は16万4,000円としております。

その後ろのページ、12ページから17ページに

つきましては、それぞれの事業会計別の予算内

容を記載しております。

また、18ページ以降につきましては、本年度

の主な新規・重点事業等を掲載しておりますの

で、後ほどお目通しいただきたいと思います。

なお今回、企業局では新型コロナウイルス感

染症に関する補正予算等はございませんけれど

も、知事部局等と連携を図りながら感染拡大の

防止に努め、電力と工業用水の安定供給を図っ

てまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

○岩切委員長 所管業務等の概要説明が終わり

ました。

企業局の所管業務に関する質疑はございませ

んでしょうか。

○中野委員 局長が最初の発電所の老朽化で大

規模改修の必要があると話をされまして、10ペ

ージではその更新改修の予算が計上されている

んですが、ダムそのものは改修する必要はない

わけですか。以前、ダムは永久的に使用できる

と聞いたことがあるんですね。ここにあるいろ

んな発電機の老朽化ということでの大規模改修

と理解しておけばいいですか。

○新穂工務課長 ゲート等の機械設備等の更新

はございますけれども、現在、ダムというのは

百年以上もつと言われておりますので、ここに

記載しておりますのは、発電所の機械の改修と

いうことになります。

○中野委員 11ページで、電気事業がマイナス

になるということでマイナス４億1,600万円、予

算化されているんですが、昨年度も大変厳しい

２億800万円という予算の計画でしたが、実際の

決算はどのくらいの見込みになるんですか。

○橋本総務課長 令和元年度の決算につきまし

ては、ただいま決算の作業を行っているところ

でございますので、まだ詳細な金額というとこ

ろは固まっておりませんけれども、平成30年度

が８億円ほどのプラスの収支でした。そこまで

は至らない見込みですが、プラスの収支で決算

を終える見込みとなってございます。

○中野委員 では、令和元年度は一応収支がプ

ラスになるということですね。

本年度はマイナス４億1,000万円、昨年度予算

からするとかなりのマイナスですよね。マイナ

ス６億2,000万円と書いてありますが、決算後も

大きなマイナスが本当に見込まれるんですか。

○橋本総務課長 令和２年度につきましては、

渡川発電所の大規模改良工事を本格化すること

になります。改良工事をすることで発電自体が

できなくなりまして、発電による売電収入が大

きく減少いたします。そういった理由もござい

ます。

また、昨年度については12ページをお願いい

たします。電気事業の予算のもう少し詳細な内

容でございます。
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（２）収益的収入及び支出というところでご

ざいまして、ここで令和２年度と令和元年度の

増減を示しております。事業収益が大きく５

億9,500万円マイナスとなっておりますが、その

主な要因としまして、まずは営業収益の電力量

がマイナス２億6,500万円、これが先ほど申し上

げました渡川発電所改良に伴いまして発電をス

トップすることによる売電収入の減少がござい

ます。

また、昨年度は、この事業収益の一番下、特

別利益のところに２億7,200万円の特別利益を計

上していたところでございますが、これは綾第

２発電所の特別修繕引当金の戻入ということで

特別利益を見込んでおりました。その特別利益

も昨年度と比較しますと減額となり、令和２年

度の収支といたしましてはマイナスになる見込

みとなっております。

○中野委員 その場合、発電の買上げが高くな

るとか、そういう九電からの配慮はないんです

か。

○橋本総務課長 九州電力とは２年に一度、売

電する電力量の料金の改定を行っておりまして、

当然今後の事業計画とかを踏まえた上での電力

量の単価の設定ということになりますけれども、

こういった形で発電が少なくなる部分について

は、それはそれでその発電した電力量に応じた

電力料をお支払いいただくことになっています。

○中野委員 大規模改修だということでしたの

でこういう質問をしましたが、内部留保は今幾

らあるのかを教えてください。

○橋本総務課長 電気事業で申し上げますと、

令和元年度末の過年度分の損益勘定留保資金が

約113億円ございます。

○日高委員 ６ページの工業用水事業について

ですけれども、この給水料金が立方メートル当

たり10円40銭であることについて、全国平均が22

円60銭となっているますが、これはいいことな

のか悪いことなのかということが一つ。

それから日向市への給水を予定しているとい

うことですが、これは用水路補修工事でどの辺

を補修するのか。また、日向市に給水すること

で何がどう変わってくるのかを教えてください。

○宮田経営企画室長 本県の給水料金につきま

しては、全国的に見ると低廉な料金ということ

で認識をしております。

それから、日向市への給水につきまして、日

向市の補修工事の場所ですけれども、富島幹線

用水路補修工事ということで、これまで工事を

されてきているということでございます。

○日高委員 全然意味が分かりません。給水料

金の10円40銭というのが全国平均の22円60銭と

比べて優良であるということでしたが、それが

どのくらい優良なのか、優良であれば今後いろ

んな展開をやらないといけないと思うんですよ

ね。

それから、水路の補修工事ですが、日向市に

給水することでどう変わるのか。これはずっと

やってきた更新工事なんですか。

○新穂工務課長 日向市の上水道も耳川から取

水しております。本県の工業用水道の取水口の

若干上流で取水しておりまして、ここから富島

幹線という隧道を使いまして、上水道の処理を

するところに送っております。この上水道用の

隧道が老朽化しまして、十数年前に落盤事故が

あり、当時２、３年かけて補修と修繕をしてお

ります。

今回、改めて日向市が予算要求しまして、そ

の補修工事を３年間くらい、冬に２か月から３

か月の間、取水を止めて、隧道の補修工事を行っ

ております。その間、上水道用の取水ができま
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せんので、工業用水側から水を供給していると

いうことでございます。

○岩切委員長 経営企画室長、何か補足があり

ますか。

○宮田経営企画室長 先ほどの料金についての

補足でございます。

本県の工業用水道につきましては川の水をそ

のまま取水しており、くみ上げをしていないと

いうことなので、その分コストが低くなってお

ります。

しかしながら、今後、設備の更新や改修工事

などに多額の費用が見込まれておりますので、

将来的には収支の悪化が懸念されるところでご

ざいます。

○日高委員 分かりました。そういうことです

ね。何だか工事をして日向市への新たな給水を

予定しているというような感じの書き方だった

ので……。説明していただいて分かりました。

○渡辺委員 地域振興事業についてです。

２月議会で、一ツ瀬のゴルフ場はコロナの影

響で営業を中止するという方針が示されました

けれども、その後、状況はどうなっているのか

お伺いしたいと思います。

○宮田経営企画室長 ３月４日に本県初の感染

者確認があり、県民ゴルフ場につきましては、

３月７日から３月31日まで臨時休業をしたとこ

ろでございます。

これは、３月４日の県の対応方針の中で、感

染者が居住していた県央地区においては、県立

の公の施設は３月末まで県民の施設利用を制限

すると定められたことを受けたものでございま

す。ゴルフ場のある新富町もこの県央地区に含

まれていたことから、臨時休業を行ったところ

です。

なお、このことによる施設管理者の森田ゴル

フの減収分につきましては、納付金の減額とい

うことを措置しております。

その後、県外からの利用者を制限するなど、

対策を十分に講じることで感染のリスクを軽減

することができると判断をしておりまして、ゴ

ルフ場の営業については継続をしております。

○渡辺委員 営業を再開できたのはよかったと

思うんですが、昨年度、指定管理者が変わって

森田ゴルフさんの１年目で、いろいろ奮闘され

ているにもかかわらず、天候の件とかコロナの

影響で３週間以上お休みということになって減

収幅が広がったと思います。減収に伴って納付

金についても下げるということは方針としては

示されていたわけですが、実際に決算はまだで

すけれども、令和元年度ベースで森田ゴルフか

ら県への納付金が当初の想定と比べてどういう

状況になるのか、ある程度の見通しが出ていれ

ば、議会に対して説明いただきたいと思います。

○宮田経営企画室長 納付金につきましては、

令和元年度については当初の予定で1,7 7 6

万7,000円としていたところを減額いたしまし

て、267万8,248円としたところでございます。

○渡辺委員 本当に残念です。不幸な状況が重

なったとしか言いようがないわけですが、３月

末に経営ビジョンを決めたばかりですよね。地

域振興事業についての書きぶりもいろんな議論

があって、企業局の皆さんのほうもいろいろ工

夫なされての書きぶりに落ち着いたというふう

に理解をしております。

昨年度、一昨年度と、厳しい環境が続いてき

て、今の指定管理が続いている状況ですから、

頑張って状況を見直してもらっておりますが、

中期的に見たときの地域振興事業の在り方につ

いて、今度の影響等が何らかの変化を及ぼすの

か否か、もし今の時点での考え方を整理されて
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いればお話を伺いたいと思いますが。

○宮田経営企画室長 現時点では営業を続けて

いること、それから利用客もそれなりの数が入っ

ていることから、当面の間は森田ゴルフととも

に利用客の増加に努めてまいりたいと考えてお

ります。長期的に影響が出るかについては、今

後の推移を見守っていきたいと思っております。

○渡辺委員 結構です。

○二見委員 これまで企業局のほうから県の一

般会計のほうにいろいろ財源の提供がありまし

た。

18ページにも、今年度、そして次年度、20億

円の国スポに関する基金への繰り出しがあると

いうことで、本県にとって一番心強い事業なん

だろうなと思うんですが、県の財政が逼迫して

いる中で、この地方振興積立基金の残高が３月

末現在で約17億円。今度の補正予算がもし通っ

た場合の県の財調の残金とあまり変わらなく

なってくるという状況です。地域貢献としてコ

ロナ対策関連の財源に充てることは趣旨が違う

んだろうと思うんですけれども、これだけ地域

経済が疲弊している中で、この振興基金の、地

域経済の振興のための財源としての繰り出し方

というか、今現在何かそういう話はあるのかど

うか、少しお聞かせいただければと思うんです

が。

○橋本総務課長 地方振興積立金は、電気事業

で得た収益の一部を積み立てることによりまし

て、地域の振興に役立てていこうという趣旨で

積立てをしているものでございます。これまで

平成28年度から３年間10億円ずつ、県営電気事

業宮崎創生基金といった形で30億円出させてい

ただきました。

また、今年度からいわゆる国体、国民スポー

ツ大会、全国障害者スポーツ大会の開催基金の

財源ということで今年度10億円、来年度10億円

を支出させていただくことを決めたところでご

ざいます。

この地方振興積立金の残高でございますが、

昨年度末で17億円でございます。今年度、一般

会計に繰り出す10億円については、今月中にも

支出しまして、残りが７億円でございます。令

和元年度の決算において令和元年度の利益を残

り３億円ほど充てまして10億円を積むことで、

来年度また10億円出そうとしているところでご

ざいます。

そういった中、この地方振興積立金の積立て

がなかなか厳しい状況がございまして、そこか

ら繰り出しをしたいところ、本当に十分検討し

なければならないところなんですが、この積立

金として繰り出せるお金があるかというと、な

かなか厳しい状況があると、そういう現状がご

ざいます。

○二見委員 これまでのそれぞれの計画という

か事業の経過を見てやってきていることなので、

これは当然のことだと思います。

ただ、国スポを開催する前に宮崎県が倒れて

しまっては元も子もないと思うんですね。

発電所の改修事業もあって、今年度は収支的

にはマイナスになるという見通しの中で、やは

り何らかの検討をする必要性があるのかな、と

いうのは、これまで県に対して貢献してきた企

業局だけに、みんなある意味期待している部分

もあるのかなと思いまして、分かりました。

○井手企業局長 今お話のありました企業局の

地域貢献事業による一般会計への繰り出しの基

金の使途につきましては、昨年度の整理で国ス

ポ、障スポ支援ということで施設整備等に費や

すものと理解しております。

ただ、このコロナウイルス感染症対策につい
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て、知事部局の中でも様々な財源の調整が行わ

れていると聞いております。現時点において企

業局に何らかの働きかけがあるわけではござい

ません。知事部局の今後のコロナ対策に係る財

源調整の中で、国の財源、そして県の持つ県単

の予算、そして企業局の持つ拠出したこの基金

の事業等、幾つかの基金が知事部局にございま

すので、その中で総合的に判断されるものと考

えております。

企業局の局長といたしましては、この時期を

乗り越えなければ将来がないということであれ

ば、その段階によってそれぞれの考えを巡らせ

るものだと思っております。今後の状況の推移

を見ながら、適切に判断してまいりたいと考え

ております。

○岩切委員長 ありがとうございます。ほかに

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、企業局の審査を終わ

りたいと思います。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

正午休憩

午後１時８分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会の委員となりました。

私は、このたび委員長に選任されました岩切

でございます。一言御挨拶を申し上げたいと思

います。

皆様におかれましては、日々大変な御苦労を

なさっていらっしゃると思います。とりわけこ

のコロナ禍に基づいて教育の現場、休校、休業

など本当に大変な取組をされているかと思いま

す。従前より教育は国民、県民全てが関心を持

つ課題でありますので、皆様の御苦労が報われ

るように、私ども委員一同、真剣に審議をしな

がら皆様の御支援を申し上げたいというふうに

思っておりますので、今年１年どうぞよろしく

お願いをいたします。

では、座りまして委員の紹介をさせていただ

きたいと思います。

私の隣におりますのが延岡市選出の内田副委

員長でございます。

左側になりますけれども、北諸県郡選出の蓬

原委員でございます。

都城市選出の二見委員でございます。

日向市選出の日高委員でございます。

向かって右側になりますが、えびの市選出の

中野委員でございます。

宮崎市選出の渡辺委員でございます。

当委員会の書記の紹介をいたします。

正書記の藤村主幹でございます。

副書記の前野副主幹でございます。

以上でございます。

それでは、教育長の御挨拶、幹部職員の御紹

介並びに所管業務の概要説明等を簡潔にお願い

を申し上げます。

○日隈教育長 教育長の日隈俊郎でございます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

当委員会の委員の皆様には、かねてより本県

教育の振興に向け、また御指導、御支援を賜っ

ておりますことを改めてお礼申し上げたいと思

います。令和２年度におきましても、教育委員

会といたしましては本県教育のさらなる充実を

図るため、誠心誠意努めてまいる所存でありま

す。委員の皆様の御指導御鞭撻をよろしくお願
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い申し上げます。

まず、説明に入る前に、１つお礼を申し上げ

たいと思います。

去る４月14日に行われました小林こすもす支

援学校の開校式におきましては、県議会からは

丸山議長をはじめ、地元議員でございます中野

委員、そして窪薗議員の御臨席をいただきまし

た。

開校に至るまで県議会の皆様方には多大な御

支援と御協力を賜ってまいりました。この場を

お借りしまして厚くお礼申し上げます。誠にあ

りがとうございました。

それでは、この後は座って説明させていただ

きたいと思います。

議案等の説明に入る前に、新型コロナウイル

ス感染症対策への対応について御説明申し上げ

ます。

４月16日、政府は新型コロナウイルス対策の

特別措置法に基づきまして緊急事態宣言を行い

ましたけれども、対象地域をそれまでの７都府

県から全都道府県に拡大することを決定してお

ります。

これを受けまして、本県の県立学校におきま

しては、全ての県立学校を４月21日から５月６

日まで臨時休業としたところであります。

また、各市町村教育委員会におきましても、

期間等の差は若干ありますが、全ての市町村が

５月６日までの臨時休業という対応になりまし

た。

今回の対応について、子供を持つ家庭や教育

現場などにおかれては、様々な不安や課題が生

じていると思います。

しかしながら、今回の対応は、地域における

感染拡大の抑制と、そして緊急事態宣言の対象

期間であります５月６日までの人の移動を最小

化するために決定した措置でありますことから、

常任委員の皆様をはじめ、県民の皆様には御理

解と御協力をお願いしたいと考えております。

詳細につきましては、後ほどその他の報告事

項で担当課長から説明させていただきます。

それでは、お手元の常任委員会資料に基づき

説明させていただきたいと思います。

委員会資料を１枚めくっていただきまして、

１ページをお開きください。

まず、本日出席しております教育委員会事務

局の幹部職員を御紹介申し上げます。

まず、副教育長の黒木淳一郎でございます。

次に、教育政策担当教育次長の工藤康成でご

ざいます。

次に、教育振興担当教育次長の黒木貴でござ

います。

次に、教育政策課長の川北正文でございます。

次に、高校教育課長の押方修でございます。

次に、義務教育課長の吉田英明でございます。

次に、特別支援教育課長の松田律子でござい

ます。

次に、教職員課長の東宏太朗でございます。

次に、生涯学習課長の新純一郎でございます。

最後に、スポーツ振興課長の押川幸廣でござ

います。

なお、その他の本庁関係で紹介していない４

名の課室長については、第２班と入れ替わった

後、御紹介することといたします。

また、本庁課長補佐または本庁以外の幹部職

員につきましては、資料１ページ及び２ページ

の名簿の記載をもって紹介に替えさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。

次に、３ページをお開きください。

３ページには、現在の５名の教育委員を掲げ

ております。
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続きまして、４ページを御覧ください。

県教育委員会事務局の組織体制をお示しして

おります。

昨年度との変更点としては、昨年度は高校総

体推進課がございましたけれども、この課が廃

止となりまして10課となっております。

また、５ページから14ページまで、各課ごと

の組織及び事務を記載しております。後ほどお

目通しをいただきたいと思います。

少し飛びまして、15ページをお開きください。

15ページには、教育委員会の令和２年度当初

予算を掲げております。

この表の下から５段目の太線で囲んでおりま

す合計の欄を御覧ください。

教育委員会の一般会計の合計は1,096億7,670

万3,000円であります。

また、下から２番目の太線で囲んであります

合計の欄を御覧いただきたいと思います。特別

会計の合計が11億8,789万4,000円でございます。

そして総額につきましては、一番下の欄に記

載しておりますが、一般会計と特別会計の総計

で1,108億6,459万7,000円でございます。

この２つ右の欄になりますが、この欄は、令

和元年度６月補正予算肉付け予算後の金額でご

ざいますが、これに対しまして、令和２年度は13

億4,879万4,000円の増、率にしまして、対前年

比101.2％となっております。

続きまして、次の16ページを御覧いただきた

いと思います。

教育委員会の新規・改善事業をお示ししてお

ります。

左側の番号に丸印をつけております主な新規

・改善事業につきましては、この資料の次の17

ページから27ページまで記載しております。

これも後ほどお目通しをいただきたいと思い

ます。

令和２年度当初予算に関する説明は以上であ

ります。

どうぞよろしくお願いいたします。

○岩切委員長 ただいま所管業務等の概要説明

が終わりました。まず、第１班の教育政策課、

高校教育課、義務教育課、特別支援教育課、教

職員課、生涯学習課、スポーツ振興課の所管業

務に関する御質疑はありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 よろしいですね。

では、早速ですが、次に、本委員会に付託さ

れました議案等について教育長の概要説明を求

めます。

○日隈教育長 では、次に、お手元にお配りし

ております、文教警察企業常任委員会資料（補

正）で説明させていただきます。

今回の委員会で御審議いただきます教育委員

会所管の議案等につきまして、その概要を御説

明いたします。

資料の表紙をお開きいただきまして、左側の

目次を御覧ください。

今回、御審議いただく議案は、議案第１号「令

和２年度宮崎県一般会計補正予算（第１号）」

であります。

次に、報告事項といたしまして、報告第１号

「専決処分の承認を求めることについて」、最後

に、その他の報告事項といたしまして、先ほど

申し上げた県立学校における新型コロナウイル

ス感染症対策の対応について御報告させていた

だきます。

それでは、まず、資料右側の１ページを御覧

ください。

補正予算の概要についてであります。

今回の教育委員会の一般会計正予算は、表の
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下から５段目の太線枠の補正額の欄に記載して

おりますように１億5,279万5,000円の増額補正

をお願いするものでございます。

補正後の額は、その２つ右の欄にありますよ

うに1,098億2,949万8,000円となります。

特別会計を含めた教育委員会の補正後の予算

でございますが、一番下の太線枠の補正後の額

の欄にありますように1,110億1,739万2,000円と

なります。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、この後、引き続き担当課長からそ

れぞれ説明させていただきますので、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○岩切委員長 それでは詳細についての説明を

求めます。

委員の質疑は執行部の説明が全て終了した後

にお願いしたいと思います。

○川北教育政策課長 教育政策課でございます。

常任委員会資料２ページを御覧いただけます

でしょうか。

新規事業、県立学校等感染症対策事業につい

て説明をいたします。

１の事業の目的・背景にありますとおり、教

育委員会で所管しております県立学校や県立図

書館等におきまして、マスク、消毒液などの感

染防止用品等を購入しまして、感染症対策を図

りたいと考えております。

２の事業の概要でございます。予算額3,295

万8,000円、財源は国庫支出金が536万2,000円、

一般財源が2,759万6,000円、事業期間は令和２

年度でございます。

次に、（４）の事業内容でございます。①の県

立学校における感染症対策事業につきましては、

アの健康管理対策にありますように、健康管理

のための体温計等を購入いたします。イの感染

防止対策では、飛沫拡散、ウイルスへの接触防

止のためのマスク等を購入いたします。ウの環

境衛生対策は、施設や用具等に付着したウイル

スの除去を行うための消毒用品等を購入いたし

ます。

②の文化施設等感染防止事業につきましては、

教育委員会が所管する施設の中で、不特定多数

の一般の方が利用されます教育研修センター、

県立図書館、県立美術館、宮崎県総合博物館、

県立西都原考古博物館、宮崎県埋蔵文化財セン

ター分館の６施設に感染防止のための衛生用品

等を購入いたします。

内訳といたしましては、来館者等の体温を確

認するためのハンディータイプのサーモグラ

フィー、会議室の出入口などに設置する自動噴

射式の手指消毒器、マスク、消毒用アルコール

や除菌シートなどを購入する予定でございます。

なお、マスク、消毒用アルコールなどにつき

ましては、非常に品薄な状況が続いております。

市場の状況を見ながら順次購入に努めてまいり

たいと考えております。

３の事業効果でございます。県立学校や文化

施設等における感染予防の徹底が図られ、感染

リスクの低減が期待されるところでございます。

説明は以上でございます。

○吉田義務教育課長 続いて、資料の３ページ

を御覧ください。

新規事業、「ＧＩＧＡスクール構想」早期実現

のための支援事業であります。

１の事業の目的・背景でありますが、学校に

おける高速ネットワークと児童生徒１人１台端

末の整備を行う国の「ＧＩＧＡスクール構想」

の早期実現を図るため、補助対象を小１から中

３までの全学年に拡充することを含めまして、
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臨時休業中の学習にも活用できるタブレット等

の整備を加速化させるものであります。

２の事業の概要を御覧ください。

（１）の予算額は、1,167万9,000円、（２）の

財源ですが、全額国庫支出金です。

（３）の事業期間は、令和２年度の単年度と

しております。

（４）の事業内容ですが、①の活用計画及び

仕様書の作成支援では、各学校でタブレット等

のＩＣＴ機器をどのように使っていくのかなど

の活用計画の作成ですとか、その活用計画に基

づいて、市町村が行うタブレット等のＩＣＴ機

器整備のための仕様書作成等を支援するために、

専門家であるＩＣＴ支援員やシステムエンジニ

アの派遣を行います。

また、②の導入説明会及び研修では、市町村

や学校が行う仕様書の作成や活用計画の作成の

参考となるように、県が考える標準仕様のモデ

ルを示し、各ソフトウエアメーカーの基本的な

機能の違い等についての説明会を実施する予定

としております。さらに教員に対してタブレッ

トの操作方法や授業での活用方法等についての

研修を行い、指導力の向上を図りたいと考えて

おります。

３の事業効果ですが、今回の支援を通しまし

て、県内市町村立小中学校における児童生徒の

１人１台端末整備の加速化が期待できると考え

ております。

以上であります。

○松田特別支援教育課長 特別支援教育課でご

ざいます。特別支援教育課の補正予算につきま

して御説明いたします。

資料の４ページをお開きください。

新規事業、特別支援学校新型コロナウイルス

感染症対策事業でございます。

まず、１の事業の目的・背景でありますが、

特別支援学校において、スクールバスを利用し

ている児童生徒や身の回りの清潔を保つことが

困難な児童生徒に対しまして、スクールバスの

増便や衛生環境の改善をすることにより、新型

コロナウイルス感染症の感染リスクの低減を図

るものであります。

次に、（２）の事業概要を御覧ください。

予算額は5,013万6,000円でありまして、その

うち国庫支出金は571万8,000円、一般財源

が4,441万8,000円でございます。

事業期間は、令和２年度のみの単年度でござ

います。

（４）の事業内容でありますが、①のスクー

ルバス感染症対策事業につきましては、国の緊

急経済対策のメニューを活用し、乗車率が50％

以上である特別支援学校７校のスクールバス14

便について、５月から７月の３か月間について

増便を図り、最大28便にするものであります。

これにより乗車する児童生徒が車内で密接・密

集することを避け、感染予防を図るものであり

ます。

②の衛生環境改善事業につきましては、児童

生徒が使用するトイレやランチルーム、給食を

食べる教室等の手洗い場の蛇口を自動水詮の手

洗い器に改修するものであります。児童生徒が

蛇口に接触する回数を減らし、衛生的な環境を

維持することで感染予防を図るものであります。

こちらの事業は、単年度事業で実施します。

最後に、３の事業効果につきましては、特別

支援学校のスクールバスの増便や自動手洗い器

への改修により、新型コロナウイルス感染症の

感染リスクを低減させることができるものと考

えております。

説明は以上でございます。
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○東教職員課長 教職員課の補正予算について

御説明いたします。

資料５ページをお願いいたします。

改善事業、学校会計年度任用職員・学校医等

の配置に要する経費であります。

１の事業の目的・背景でございますが、臨時

休業期間中の未指導分の補充学習実施に当たり、

臨時休業の影響による児童生徒の習熟度のばら

つきが考えられるため、会計年度任用講師を配

置し、児童生徒の学習に著しいおくれが生じな

いように対応するとともに、教職員の負担軽減

を図りたいと考えております。

２の事業の概要でありますが、予算額は5,802

万2,000円で、財源は、国庫支出金1,137万3,000

円、一般財源4,664万9,000円の単年度事業であ

ります。

４の事業内容でありますが、①にありますと

おり、国の緊急経済対策を活用し、補充学習の

際に１つの学級を２人の教員で指導するＴＴ指

導や理解や習熟の度合いに応じてグループを分

けて指導する習熟度別指導等を行うための会計

年度任用講師を配置するものであります。

配置時間数といたしましては、週当たり10時

間勤務で４か月程度の配置を考えております。

また、②にありますとおり、小中学校に通う

日本語指導が必要な児童生徒に対しまして、補

充学習に伴う授業増加分の会計年度任用講師を

配置するものであります。

配置時間数といたしましては、①の学習指導

員と同様に週当たり10時間勤務で、４か月程度

の配置を考えております。

３の事業効果でありますが、児童生徒の学習

状況に応じたきめ細かな指導により、臨時休業

の影響による学習のおくれに対応できるととも

に、教材準備等に係る教職員の業務負担軽減が

図れるものと考えております。

説明は以上であります。

○新生涯学習課長 報告第１号「専決処分の承

認を求めることについて」の説明をいたします。

常任委員会資料（補正）の６ページをお開き

ください。

みやざき地域学校パートナーシップ推進事業

であります。

２、事業の目的でありますが、新型コロナウ

イルス感染症対策による学校の一斉臨時休業に

伴い、新たに放課後子供教室を開設し、子供た

ちの居場所の確保及び学習機会を提供するもの

であります。

３、事業の概要の予算額、財源、事業期間、

事業主体は御覧のとおりです。

（５）、事業実績としましては、本補助金を活

用した市町村は、日向市、椎葉村、日之影町、

五ヶ瀬町の４市町村でありました。いずれの市

町村でも、スタッフの謝金やマスク、消毒液等

の衛生用品を購入するための事業費として活用

し、地域住民等の協力を得ながら、子供たちの

居場所の確保及び学習機会の提供を行うことが

できました。

説明は以上でございます。

○岩切委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。

質疑はございませんでしょうか。

○中野委員 ５ページについて質問をさせてい

ただきたいと思います。

会計年度任用職員を配置するということは、

コロナで子供たちが休んでおりますが、学力の

低下が想定されての事業だと思うんですね。そ

れで、通常、学校が開いておればというのを100

にした場合に、５月６日まで休んだ場合にどの

くらいの低下になるんですか。
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○東教職員課長 我々が今想定しておりますの

は５月６日までの分でございます。学校によっ

て授業の時間数が違いますが、宮崎市の調査に

よりますと、小学校の国語、社会、算数、理科

の４教科で15時間から20時間分の授業ができて

いないと。中学校におきましては、国語、社会、

数学、理科、英語の５教科で40時間から45時間

程度の授業が現在できていないという調査結果

を伺っております。

○中野委員 高校はどうですか。

○押方高校教育課長 高校は約８日間の授業日

がないということになっております。各教科の

授業によりますけれども、例えば週１時間であ

れば８時間、週３時間であれば24時間というよ

うな授業の不足になろうかと考えております。

○中野委員 今のところは５月の連休までとい

うことですが、それ以上に延びそうな気がする

んですね。他県においては延長するというとこ

ろも出ておりますから、宮崎県も恐らく６日ま

でということにはならないと思うんですが、こ

ういう会計年度任用職員を配置すると、通常の

授業をした場合に完全に戻れるものですか。

○吉田義務教育課長 この会計年度任用職員を

充てることで、先ほど説明もありましたけれど

も、習熟度別に少人数に分けて指導したり、あ

るいは複数の職員で指導に当たったりすること

ができますので、通常よりも効率的に指導がで

きていくと考えています。

○中野委員 今のは５月６日までの休みがあっ

た場合の判断ですか。

○吉田義務教育課長 はい、それも含めてです。

○中野委員 それも含めてということは、それ

以上の休みがあっても、先ほど言われたような

ことであまり学力低下に影響はないと判断して

おけばいいわけですか。

○吉田義務教育課長 学力低下の影響というの

は、現在少し計りきれないところもありますけ

れども、それを補うための配置ということで考

えていきたいと思っております。

○中野委員 想定のことを言うといけませんが、

ほかの県では、もう９月新学期制度を導入しな

いといけないという議論がありましたよね。宮

崎県がそこまでいくかどうかは分かりませんが、

かなり学力の低下は出るんじゃないかと思いま

す。

だから、その辺りをこの会計年度任用職員の

配置で、この事業で本当にフォローできるのか、

非常に懸念しております。決して学力低下とい

うことにならないような方策を今後ともやって

ほしいと思っております。

それで（４）の②ですが、日本語指導補助講

師の配置の中で「帰国した児童生徒」とありま

すが、いわゆるコロナで海外から帰ってきた子

供たちがいるということですか。従来の子供た

ちへの対応ですか。

○吉田義務教育課長 コロナのために帰国した

子供たちは非常に少ないです。これまでにも海

外から帰国している子供たちがおりますので、

その子供たちへの学習保障ということで考えて

おります。

○中野委員 これはもう会計年度任用講師と書

いてあるから、毎年こういう配置はしていると

いうことですか。

○吉田義務教育課長 そのとおりです。

○中野委員 分かりました。

○渡辺委員 同じテーマで、コロナ全般の考え

方について伺いますが、現場で先生が奮闘され

ていることに心から敬意を表したいと思います。

今中野委員がおっしゃった会計年度任用講師、

前の臨時的任用講師のことだと思いますけれど
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も、総額が5,800万円ぐらいの中で、週10時間で

４か月の雇用という形ですが、これは現状の認

識の中で、どの時期からどのくらいの規模の先

生方の雇用を考えていらっしゃるのかをお伺い

したいと思います。

○東教職員課長 ①の学習指導員につきまして

は106名を、②の日本語指導補助講師につきまし

ては24名を現在考えております。

実施の時期につきましては、国の内示が出る

５月下旬からスタートしたいと考えております。

○渡辺委員 授業の遅れがどのくらいかという

評価は難しいというのは先ほどの答弁でもよく

分かりましたので、ここから先も弾力的に考え

ることだろうと思いますが、対象は小、中、高

校も含めてですか。

その場合に、106名配置ということは１校当た

り１人の配置だと足りないと思うんですけれど

も、この規模感で本質的に対処が可能なものな

のかということが１点。

それから、通常の会計年度任用講師の採用に

ついては、例年あるものは既に通常どおり行っ

ていると理解していいわけですね。プラス106名

の確保というときに、働き方が１年間確保され

るわけではなくて４か月間で週10時間─それ

だから働きやすいという方もいらっしゃるかも

しれませんが、間違いなくそれだけの先生を確

保できるのかという点を。

中野委員もおっしゃったように休校期間が５

月６日までとは限らないという状況下で、この

先も同じ状況が続けば補正をさらに組む必要が

あることも予想されるわけですが、十分に回し

ていける事業なのかどうかというところについ

て、お考えを伺いたいと思います。

○東教職員課長 先ほど申しました人数、会計

年度任用職員は非常勤講師になりますので、こ

の学習指導員につきましては、小学校、中学校、

高等学校、特別支援学校が対象となります。こ

の人数につきましては、算出する際に各市町村、

それと県立学校に要望をお聞きしまして、その

要望に応じて106名という数字を出しておりま

す。

日本語指導につきましては、現在、小中学校

のみの対象となります。現在、日本語指導が必

要な子供さんが60名いらっしゃいますので、そ

の子供たちの分として考えております。

先ほど106名もの人を確保できるのかというお

話がございましたが、これにつきましては新た

な指導に限らず、非常勤の会計年度職員であり

ますので、その指導分を増加する、今10時間で

雇用されている方を15時間に増やすとか、そう

いう形で考えております。

なお、この今回の補正予算につきましては、

５月６日までの休みの想定で算出してございま

す。

○渡辺委員 念押しでの確認ですが、当然、休

業期間が１～２日という話ならば別ですが、一

定以上影響が大きい範囲で伸びる場合には、当

然この代用は補強する必要があるという前提で、

この改善事業が組まれていると理解していいで

しょうか。

○東教職員課長 この臨時休業が５月６日以降

に延びた場合は、また別の方策等を考えていか

なければならないと考えております。

○渡辺委員 この件は結構です。

次に３ページの「ＧＩＧＡスクール構想」に

関してですが、これはもともと新規事業で入っ

たときに、今までの説明では、学校内での利用

だけを想定したもので、学校外での利用等は想

定されていない事業だったと理解をしているん

ですが、今回の資料の説明文のところに「臨時
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休業中の学習にも活用できるタブレット等の整

備を加速する」と書いてあります。もともとの

内容とそごがあるように感じますけれども、ど

ういう変化があったのか教えていただきたいと

思います。

○吉田義務教育課長 このタブレットの持ち帰

りについては、市町村の判断にもよるかと思い

ます。

例えば学校が登校日の際に、タブレットから

研修センターの教育ネットひむかにアップして

いる資料や動画をダウンロードして、それを使っ

た学習ができるといったことも今、想定してお

ります。ただ、これを持ち帰っての学習という

ところまでは現在はまだ考えておりません。

○渡辺委員 補正予算がついて、さらに推進を

加速化させるという大まかな考え方は理解でき

るんですけど、この事業内容に書いてある中身

は、昨年度の段階で、もちろん、タブレット等

は市町村の事業としていっているというのは理

解した上ですが、何というかそもそもセットだっ

た中身ではないのかなと。そうでないと、今年

度どうやって動き出すつもりだったんだろうと

いう気がするところなんですが……。

そして、今回補正で、1,000万円余計上される

わけですけれども、どの辺が主に加速化されて、

今休業中で学校の再開の見通しが立たない状況

の中、子供たちや学校にとってどこが一番大き

く効果が出てプラスになるのかを少し理解でき

ればと思うんですが。

○吉田義務教育課長 この加速化させるという

ところにつきましては、当初の国の予定ではタ

ブレットの整備を令和５年度までに計画的に進

めるというものでしたが、これを前倒しして、

この令和２年度中に予算化したものについては

国が補助をすると。しかも、小学校１年生から

中学校３年生の全児童生徒分を補助すると組み

替えてきました。

ですので、本年度、例えば全ての市町村がこ

の事業に手を上げてくだされば、県内の全ての

子供たち一人一人に１台の教育機器が充てられ

るということになります。そういった意味での

加速化というのがまずございます。

併せて、今後を見据えてとなりますけれども、

遠隔教育に使えるような機器の整備という意味

合いもございます。今後どういったことが発生

するか分かりませんので、今回のこのコロナ対

策のことも踏まえて整備を進めていけたらと考

えているところです。

○渡辺委員 少し具体的に聞きたいと思います。

市町村が分からないのは理解できますので、

例えば県立の義務教育学校はもともと予算の中

にタブレットの整備が入っていたと思うんです

が、具体的に宮崎西高附属や五ヶ瀬中等教育学

校、都城泉ヶ丘高校附属ではこの事業によって、

今年度の当初の計画と比べてどんな加速が見ら

れるのか、明確に教えていただけないかと思う

んですけれども。

○吉田義務教育課長 例えば、※県立中学校、そ

れから中等教育学校の前期課程でいきますと、

既に整備が進んでいますのがおよそ5,000台ござ

います。生徒数からしますと、あと２万2,000台

ほど準備をする必要があるのですが、このうち、

この事業を活用しますと今年度１万8,000台あま

りを調達可能ということで、子供たちへの教育

環境がかなり整うことになります。

○渡辺委員 分かりました。結構です。

○日高委員 、国の事業の組み替えがあったら

当然機器の整備が進んでいくと思うんですけれ

ども、それはそれで十分いいことだと思います。

※29ページに訂正発言あり
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しかし、重要なのはその中身であって、中身

をどう考えているのか。これからという説明を

ずっとされているんですけど、もう既に5,000台

は整備されて、始めている学校もあるんですよ

ね。どういう効果が生まれているのかお伺いし

たいと思います。

○吉田義務教育課長 まず、一番多いのは、授

業中での活用ということになります。例えば、

１人の子供の考えを全員で共有するときに、タ

ブレットから１つの大きな画面に映す、あるい

はその逆もあります。

それから、教材を提示する際に、一つ一つの

教材を子供たちに一斉に送信することで、子供

たちがその教材を共有する、あるいは問題を共

有することもできますし、例えば一人一人に合っ

た問題を提示して、個々に合った教育を進める

ということも可能だと、そういった取組をされ

ているところも多くございます。

○日高委員 タブレット端末を使うことになる

と、以前、子供が十何キロの教科書が入った重

いリュックサックを背負っていて、重いからど

うのこうのという話があったと思うんですが、

教科書はタブレットに入っていないんですね。

○吉田義務教育課長 教科書はまた別になりま

すので、例えばデジタル教科書をその中に入れ

てしまえば活用できるんですけれども、現実、

まだ紙ベースの教科書を使っておりますので、

それを補助するための教育機器と捉えていくほ

うがよいのかなと思っています。

○日高委員 せっかくＩＣＴを進めるのであれ

ば、例えばコロナウイルスで遠隔授業をやると

かいう話だったら、教科書をタブレットに収め

たほうがいいですよ。あんな重いものを背負っ

て学校に行かなくてよくなるし。これだけのお

金を使って国から補助金ももらうんですから。

それとも、今後、タブレット以外にパソコン

を持たせるとか、ほかにまた違う機器を持たせ

るとかいう話があるんですか。

○吉田義務教育課長 タブレット以外の機器を

ということでしょうか。

○日高委員 そうです。基本的にＩＣＴ機器を

活用する場合は、紙媒体を減らしていく方向に

つなげていかないといけないんですよね。

紙媒体を減らすことにつながっていくのか、

その考えがあるのか教えてください。

○吉田義務教育課長 将来的にはそのようにな

るかもしれませんが、現段階では、まだそこま

では行き着いていていないところであります。

あくまでも教科書を補助する、あるいは子供た

ちの思考を補助する、そういう機器ということ

での活用になろうかと思います。

○日高委員 分かりました。しかし、一回実物

で、どういう感じで動かしているのか見てみな

いと、私も話のしようがないかなと思って。

また、コロナが終わったらそういったところ

を見せてください。よろしくお願いいたします。

○蓬原委員 今5,000台あって、残りが２万2,000

台あると。今年の予算で１万8,000台整備して、

残りが4,000台ということですかね。ということ

は、いつ100％になるんですか。

○吉田義務教育課長 先ほど申し上げたのが※県

立中学校、それから中等教育学校の台数になる

んですが、委員が今おっしゃった残りの4,000台

ですけれども、国の計画では令和４年度までに

整備するようにということで進んでおります。

○蓬原委員 できたら機会の均等というか、で

きるだけ整備に掛かる期間を短縮して、同じ土

俵で同じようにやったほうが本当はいいんで

しょうけれどね。そうでないと、最初に整備し

※29ページに訂正発言あり
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たところと最後に整備したところでは、物すご

い時間の差が出てくるわけですよね。最初に整

備したところと最後になるところでは、その差

は何年になるんですか。それが個人の教育格差

を生むことにならないかということを伺いたい。

○吉田義務教育課長 例えば、各学校に４クラ

スありましたら、まず２クラス分の整備を進め、

これを交互に活用して子供たちが誰でも使える

ようにしておくと。最終的に１人１台になる形

で進めていきますので、極力そういった教育格

差がないように取り組んでいきたいと思ってい

ます。

○蓬原委員 共有するから同じように行き渡っ

ているんだということだと思いますが、学校間

の格差はないんですか。この学校は先に入った

けれども、この学校はまだ全然入っていないと

いうようなことはないんでしょうか。今度は地

域間格差みたいになるけれども。

○吉田義務教育課長 市町村によっては、やは

り差がございます。今現在も差がございますの

で、できるだけ本年度中に予算化していただく

ように依頼しているところです。

○蓬原委員 せめて学校だけでも同時に整備し

て、それから共有しながら充実されて100％にい

くという形でないと。個人間の格差もだけれど、

地域間、学校間の格差が出てくるんじゃないか

と少し心配したので、市町村の背中をどんどん

押していただきたいと要望しておきます。

○内田副委員長 臨時休業中の学習などにも活

用できると目的にも書いてあるんですが、これ

までにもいろいろと委員から質問があった中で、

先生たちに使える方がいらっしゃらなかったり、

先生たちの研修を進めていかないといけないと

いうような御回答がずっと繰り返されてきまし

た。

実際にこのような災害ともいえる状況に至り、

タブレット等が整備されて初めて─全国的に

も、既に１人１台の整備が進んでいるところで

は、例えばウェブ授業とかＺｏｏｍを使って生

徒の様子を見たりとか、そういうことも進む中、

宮崎県は遅れているなとすごく危惧しておりま

す。今回のこの事業内容の①と②を読ませてい

ただいても、計画を作成支援とか、仕様書を作

成しますとかありますけれども、一番大事なの

は、②のイのところに書いてある教員に対して

の研修のところであって、このことは本当に大

事だと思います。

この間も、全国の先生たちとある学校で行わ

れたＺｏｏｍを使った授業に参加させていただ

いたときに、先生たちが意見交換の中で、こう

いうのに慣れている先生でも実践することで気

づきがあって、研修を積んで授業をやっている

先生たちも実践することの大事さがすごく分

かったと言われていました。各学校にそういう

ＩＣＴに長けた、実践が伴ってできるような先

生たちが一人でも二人でも多く出てくるのがベ

ストだと思います。

そして、この間のＺｏｏｍの授業を通じて感

じたのは、子供たちのほうがどんどん先に覚え

ていくということです。機器の整備だけはどん

どん進んで、先生たちが追いついていないとい

うような現状もあるので、先生たちの研修を強

化するためにどんどん予算をつけて、しっかり

覚えてもらって実践をしてもらう。先生同士で

もつないでいくということを進めていただけれ

ば理にかなってくると思いますので、先生向け

のＩＣＴ研修というか、ＩＣＴ教育を頑張って

いただきたいと思っています。

○吉田義務教育課長 ありがとうございます。

教員の研修につきましては、実際に活用が図ら
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れていくように私どもも取組を進めてまいりた

いと考えております。

併せて、申し訳ありません。先ほどの補足を

１つよろしいでしょうか。

先ほどタブレットの台数を申し上げましたけ

れども、国の調査では平成30年度実績の分しか

現在まとまっておりませんので、その台数で先

ほど申し上げました。現在は少し変わっている

可能性がございます。申し訳ございませんでし

た。

○内田副委員長 １つだけ確認していいですか。

タブレットを生徒全員に１台配布となれば自宅

にも持って帰ったりもできるんですよね。

○吉田義務教育課長 そこは市町村のセキュリ

ティポリシーとも関係してまいりますので、市

町村が決めていくことになろうかと思いますが、

子供たちが自宅でもそれを使って学習できると

いうのが望ましい形と考えています。

○内田副委員長 それなら望ましい形として、

児童１人に１台のタブレットというのが実現し

たら、自宅でも使えるというのが県としてはベ

ストだというのを示していただきたいと思いま

す。

○吉田義務教育課長 そこについてはまた今後

十分検討してまいりたいと思います。

○日高委員 今までに遠隔授業を、やったこと

があるんですか。例えば今回ずっと休んでいる

じゃないですか。どこかの学校で試行的にやっ

てみたりとか。

○黒木教育次長（教育振興担当） 県内では、

小中学校の例ですけれども、西米良村がここ数

年ＩＣＴ教育に特化した研究を進めておりまし

て、今回、県立学校が臨時休業に入ったのが21

日からでしたけれども、その数日後には、今副

委員長おっしゃいましたように、子供がタブレッ

ト等を家に持ち帰りまして、教員が学校にいな

がら大きなモニターに─あそこは生徒数が非

常に少ないので、１学年10人ぐらいの顔を映し

ながら、通常の教室とほぼ同じような形で授業

を展開しているという例がございます。

これはやはり村の規模であるとか、そういう

通信環境であるとか、そういったものが早くか

ら整っていたというアドバンテージをうまく生

かした取組ではないかと思っているところです。

○日高委員 この件については、実際に見てか

らいろいろ聞きます。現場に行かないと分から

ないので……。

○吉田義務教育課長 何度も申し訳ありません、

訂正をさせていただきたいと思います。

先ほど県立中学校に整備済みのタブレット台

数を5,000台と申し上げたんですが、これは公立

中学校も含んだ県内の整備済みの台数でござい

ました。申し訳ありません、訂正いたします。

○内田副委員長 関連で先生たちの校務用パソ

コンのシステムも力を入れて強化していただき

たくて。先生たちの環境もすごく整っていって

いると思うんですが、先生によっては災害時に

学校に行くことが難しくなる状況もあると思う

んです。セキュリティの問題とかもあると思う

んですが、先生たちにも１台ずつタブレットを

支給して、自宅からも授業ができるという環境

がベストだと思うんですけれど、先生たちの環

境整備というか、タブレットがきちんと支給さ

れるのかというところはどうなんですか、事業

化されるんですか。

○吉田義務教育課長 教員の使用する校務用の

パソコンがございますが、これも市町村によっ

て整備の状況が異なっております。

今回の事業の中で整備をしようとしているの

はあくまでも児童生徒用でして、教員向けの機
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器の整備については今後になろうかと考えてお

ります。

○押方高校教育課長 県立学校、高校教育関係

では、既に教員が１人１台パソコンを持ってい

ますので、セキュリティ上の問題でかなり厳し

いところはありますけれども、持って帰ってい

いというような文科省のガイドラインも出てい

ますので、それを活用した取組も今後は考えら

れると思っています。

○渡辺委員 少し頭の整理のために確認したい

のですが、今副委員長がおっしゃった県内の市

町村立の小中学校に関して、県の方針としてタ

ブレットを自宅に持って帰って使えるような環

境をつくりたいという希望は希望として理解は

できますが、このＧＩＧＡスクール構想は端末

の整備に関しては、文科省から直接市町村に行っ

ている事業ですよね。今回、国が決めたＧＩＧ

Ａスクール構想に関して、その端末を市町村立

の学校の生徒たちが自宅に持って帰って、みん

なが使える環境にするということを県が推進す

るということは、理屈上というか、事業の性格

上可能なのかどうか。

漠然とした話として端末をみんなが自宅でも

使えるような環境をつくりたいという構想は構

想として理解しますが、そこが可能かどうかだ

け、教えてもらえませんか。

○吉田義務教育課長 今委員がおっしゃったと

おりで、県の考えとしてはございますが、それ

を市町村に求めるというのは非常に難しいと思

います。

○渡辺委員 それだけで結構です。

○日高委員 県立学校等感染症対策事業につい

て、事業内容に県立学校における感染症対策事

業（スポーツ振興課）とあるんですが、何でス

ポーツ振興課なのか。

それと、ア、健康管理対策、登校前・登校後

の健康管理のための体温計購入というのは、こ

れは家庭に配るということでしょうか、

○押川スポーツ振興課長 最初に御質問があり

ました、なぜスポーツ振興課なのかというとこ

ろです。一番初めに説明しました所管事業のと

ころ、常任委員会資料の12ページになりますけ

れども、スポーツ振興課の組織及び事務という

ところですが、そこの下から４番目のポツに、

児童及び生徒の保健に関すること、その下、学

校の環境衛生に関することという事業がござい

ます。その上に組織図がありますけれども、健

康教育担当という担当があります。その関係で

ここにスポーツ振興課が入っているということ

でございます。

２つ目の御質問ですけれども、（４）の事業内

容の①のア、健康管理対策のところで、登校前

・登校後の健康管理のため体温計等の購入と書

いてありますが、基本的には登校前、自宅で体

温を測っていただくことを基本にしますけれど

も、例えば、自宅で測り忘れてきたとか、もし

くは登校後にどうも熱っぽいなという生徒等が

いた場合に、非接触型の体温計等を準備したい

と考えています。

また、どうしても保健室だけに体温計を置い

ていますと、保健室に子供たちが殺到すること

も想定されますので、ある程度複数の体温計を

準備して、分散して体温が測れるような環境を

整えたいということで、今回の補正予算でお願

いをするところでございます。

○日高委員 組織のことは本当に初めて聞いて、

小中校全てにおいてスポーツ振興課が健康管理

の環境整備─すごいな本当によくやっている

なと思います。

○押川スポーツ振興課長 スポーツ振興課にな
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る前は保健体育課という名称でしたので、その

流れで進んでいるという状況がございます。

○日高委員 まいりました。

○岩切委員長 他の項目に関して質疑はござい

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。

○川北教育政策課長 常任委員会資料７ページ

でございます。

政府の緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大

されたことを受けまして、県立学校における新

型コロナウイルス感染症対策の対応ということ

で御報告いたします。

内容につきましては、既に委員の皆様には御

連絡をさせていただいておりますけれども、対

応についてという四角囲みにございますとおり、

全ての県立学校を４月21日から５月６日まで臨

時休業としております。

また、臨時休業期間中の教職員の勤務につき

ましても、２にありますとおり、時差出勤や在

宅勤務を可能な範囲で実施するよう通知をした

ところでございます。

５月７日以降の対応については、今後の国の

動向や感染の状況等を見ながら総合的に判断し

てまいりたいというふうに考えております。

なお、市町村教育委員会に対しましては、県

の方針ということで、本通知の送付をしたとこ

ろでございます。

次に、８ページを御覧いただけますでしょう

か。

市町村の臨時休業に係る対応状況であります。

表の左から３列目を御覧ください。各市町村

の臨時休業の期間を示しております。開始日は

違いますけれども、全ての市町村が５月６日ま

で臨時休業ということになっております。

９ページを御覧ください。

県有施設のうち教育関係施設の対応について

でございます。

表のとおり県立図書館、県立美術館等を４月21

日から休館または利用休止としております。

県民の皆さまには何かと御迷惑をおかけいた

しますけれども、感染症の拡大を防ぐという対

策であります。どうぞ御理解と御協力をお願い

いたします。

○岩切委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

報告事項に関する質疑を承りたいと思います。

○二見委員 本当、２回にわたって学校が急に

休業になるということで、もう我が家も家の中

が本当にてんやわんやで、子供たちっていうの

は本当に元気の塊ですから、非常に家の中が慌

ただしいというかそんな感じになっています。

保護者たちの中にも仕事をされている方がか

なりいますので、幼稚園、保育園等については

結構まだ開いているところがあるもんですから、

受け入れられるんですけれども、やっぱり自宅

のほうで預かっている児童については、今後ど

うなるのかというところに対する保護者の方々

の関心が非常に高いです。

その中で５月６日までの休業になって、その

間の状況を見ての判断になるんだろうというこ

となんですが、７日以降の対応については、改

めて５月１日金曜日に連絡を行うということで

こちらの説明にあるんですけれども、今日が28

日で、あしたは祝日で休み、30日が議会なので、

すぐに１日金曜日が来てしまいます。

これからの連休の間にどういうふうに状況が

変わるか分かりません。しかし、現時点である

程度、連休明けの対応を周知してもらわないと、
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実際、私もＰＴＡの役員をしていて通常総会も

できなかったので、その総会資料は７日に児童

たちに持たせて配りますという連絡は来ている

んですけれども、本当にそれができるのかなと

思いますし、親としても仕事のこと、子供たち

の面倒を見ること、いろんなことを考えなけれ

ばなりません。

できるだけ早く今後の対応についてはお示し

していただきたいということがありますので、

学校関係に１日に連絡を行うというのは正式な

ことなんでしょうけれども、今この県教育委員

会、そして市町村と連携をしながらやっていく

中で、県教委のこの動きというのは非常に大き

なものがあると思うんですが、教育長はどのよ

うに考えていらっしゃるのか、今の段階でどこ

まで言えるか分かりませんけれども、お伺いし

ます。

○日隈教育長 二見委員がおっしゃったとおり、

県立学校、小中学校、５月６日まで臨時休業と

いうことで対応しておりますけれども、５月１

日までに一応方針を示したいということで、先

ほど説明したとおりでございますが、実際５月

１日に通知しても、２日から連休が始まります

ので、私どもとしてはできれば４月30日までに

何らかの通知をしたいということで検討を進め

ているところでございます。

既に態度を決定している都道府県も幾つか出

てきております。文部科学省のほうではどうも

一斉にというような具体的な話は出ておりませ

んので、文科省からの指示というのは少し難し

いのかなと。あるいはこの緊急事態宣言、これ

自体が対象期間が５月６日以降どうするかとい

う国の動向もまだ具体的に聞こえません。

ただ、今申し上げたように、各県の状況を少

し申し上げると、既に15県がもう独自で判断し

ているというような状況でございます。多くは

特定警戒都道府県、13都道府県が多いんですけ

れども、少し御説明申し上げると、５月10日ま

で４日間延長すると表明しているのが５県ござ

います。東京都、大阪府、千葉県、福岡県、静

岡県、今申し上げた頭のほうから４つ目までが

特定警戒都道府県になります。

本日、５月24日までと表明されたのが山口県

でございます。あと、５月30日までと表明され

たのが９県ございます。茨城県、埼玉県、群馬

県、愛知県、岐阜県、奈良県、広島県、滋賀県、

熊本県というような状況でございます。

都道府県の状況はそういう状況にありますが、

一方、本県の状況で申し上げると、ここ16日ぐ

らい発生がないというような状況ではございま

すけれども、今申し上げた各県の状況、また本

県の状況を勘案しながら、先ほど申し上げまし

たこの緊急事態宣言の国の取扱いを見極めて、

できるだけ早く学校には指示してまいりたいと

いうふうに考えております。

具体的には県立学校の取扱いを決定して、そ

の取扱いを市町村に連絡して、同様の御検討を

していただくという流れになろうかと思います。

また決定しましたら、委員の先生方には御連

絡を差し上げたいというふうに考えております。

○渡辺委員 今の関連でお伺いをしたいんです

が、これは県といってもいいかもしれませんし、

教育長の立場もそうかもしれませんけれども、

県立学校の判断と市町村教育委員会の判断に大

きな影響を及ぼすという２つの立場をお持ちだ

ろうと思います。２月末、３月頭の国からの一

斉休校の要請のときも、教育長も知事と一緒に

会見をされて、いち早く判断を示されました。

今回は緊急事態宣言の対象地域の全国拡大と

いうことで、知事も選択肢として検討すべきだ
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という、あれは県の教育委員会に対してだった

のか、市町村の教育委員会も含めてだったのか

分かりませんが、方向性があって御判断された

立場だと思うんです。そういう中で少し所信を

伺うようになるかもしれませんが、昨年度から

続けて教育長はその中で何を重要視され、さっ

きの２つの立場を兼ね備えた中で御判断をな

さってきたのかということが１つ。

もう一つ、人口的にいえば県内の３分の１を

占める宮崎市が、宮崎市で発生が続いた段階で

緊急事態宣言に準ずるという判断をしたのは、

法律的な根拠があるのかないのか微妙な形です

けれども、宮崎市の教育委員会が学校を休みに

するという判断をされました。市町村の教育委

員会の判断は尊重すべきものであると思ってい

ます。

ただ、県内の３分の１の人口がある地域です

ので、高校生がいて小中学生もいるというよう

な家庭も含めて、県民の意識としては極めてち

ぐはぐ感のある対応に見えた。どっちが正しい

ことを言っているのかというわけではないんで

すが、そのような状況下で、宮崎市の教育委員

会がああいう判断をなさるに当たって、県教委

とどのような形で意見交換であったり、市の意

思が伝えられて、その上で懸念すべき課題等に

ついて、県教委との何らかのやり取りがあった

のか、それとも、あくまでも市と宮崎市教委の

判断なので、県教委としてはそれ以上、特に物

申す立場にはないということなのか、少しその

辺の状況整理について、所信の面と併せてお伺

いできればと思うんですが。

○日隈教育長 渡辺委員のおっしゃるとおり、

これまで学校の臨時休業ということで県のほう

から態度を示して、そして市町村のほうに要請

というような形で取扱いをしてきております。

ただ、今回、４月に入ってからの取扱いが変

わっているということで今お話があったことだ

と思います。私どもはやっぱり命、安全という

ことを第一に考えなければいけないということ、

一方では教育を受ける権利、子供たち、特に高

校生の場合は３年生ともなりますと就職、進学

も控えておりますので、できる限りの教育を実

施しなければならないという責任もございます。

ぎりぎりの判断ということで、どういった場

合に学校を休業するのかということで文部科学

省からのガイドラインもありましたので、一応

それをもとに本県の実情を踏まえてということ

で、これまで判断してきております。

ただ、今回、宮崎市と日南市において発生が

あったということで、独自の御判断で休業され

たという例が出てまいりました。お話にあった

ように宮崎市においては特に人口が多いという

ことでおっしゃったと思うんですけれども、県

立学校と市町村立学校に結果的に違う形態が出

てきたということでございますけれども、これ

については甚だ恐縮ですが、私のほうに御相談

があったわけではありませんので、市長及び市

教育長の御判断だったのだろうと思います。そ

のことについてどうこう申し上げるつもりはご

ざいません。

ただ、やはり県内全体の状況を見て私どもも

判断してまいりますので、その結果については

市町村のほうにもお伝えして、同様の対応をお

願いしていきたいというふうに考えております。

○渡辺委員 先ほど二見委員の質問の中でもあ

りましたので、余り細かく詰めても30日にはと

いう話でしたけれども、今、国が決める緊急事

態宣言の対象地域に宮崎はあるわけですね。こ

の対象地域にある間は、県教委としては学校の

休業、この間全国を対象にするということを受
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けて、県は休校の判断をしたわけです。

ここから先のシナリオはどうなっているか分

からない状況でありますけれども、緊急事態宣

言の対象地域にある間は学校の休校を解くこと

は難しいという原則に立っているのか、それと

も、もし対象地域が長期化しても、宮崎では17

例目の後、感染者が出ていないといういい状況

にあり続ければ違う判断もあり得るのか。そこ

については現時点での教育委員会として言える

ことはあるんでしょうか。

○日隈教育長 緊急事態宣言の対象期間の延長

ということについては国からまだ来ておりませ

んけれども、基本的には対象期間を延ばすとい

うことであれば、第一義に先ほど申し上げたと

おり、命、安心安全の観点から一番重要視して

いかなければいけない、尊重していかなければ

ならないものというふうに考えております。

ただ、余りにも長期間になった場合に、１か

月以上、あるいは２か月、３か月となって本県

が発生していないという状況があるのであれば、

それはやはり地方としての判断は当然出てくる

のかなと思います。

来月になりますけれども、５月６日まで、ど

こまで国のほうでお考えなのかということにな

りますけれども、恐らく今、国のほうから御説

明いただいているのは、移動を制限してくれと

いうことで、ゴールデンウイークを想定してお

られますので、一般的に申し上げると、５月６

日まで企業活動としては工場が止まっていると

いうようなこと等を想定すると、その週はお休

みで人が動きがちなので、その期間はやはりで

きるだけ動かないようにという要請があるのか

なというような想定で、先ほど申し上げたよう

に、東京都、大阪府等については、まずは５月10

日までという判断をされたのかなと。

そこから先は全都道府県ではなくて、また13

都道府県に戻るかもしれないことも踏まえて、

少し見極めていかなくてはいかないのかなと。

もし13都道府県でということであれば、それ以

外の宮崎県等はどう判断していくかというのは、

我々の独自の判断になりますので、先ほど申し

上げたような観点で判断していきたいと思いま

す。

○渡辺委員 ありがとうございました。

○日高委員 いろいろ分かりやすく熱弁をされ

てありがとうございます。いつも早い対応で非

常に助かっております。

さて、この連休が終わってからの問題じゃな

くて、またどこで感染が拡大してくるか分から

ないという問題も当然出てくるので、先ほど、

タブレットは自宅に持って帰らせないとかいっ

てましたけど、思い切って発想を転換して、そ

ういう訓練というのをしておかないと、本当に

１年間授業ができなくなる可能性があるので、

何か二の手、三の手みたいなことを考えていく

必要もあるんじゃないかと思っています。これ

は短期と中長期で分けて考えてほしいところで

ございます。その辺についてお伺いしたい。

それから少しずれますけど、部活動も駄目で

すよね。そうなると気になるのが、中長期的に

見たら、インターハイがもう中止になった。高

校野球も当然中止になると思うんです。だった

ら、３年生が目指していくものが全くなくなる

んです。これは人生にとって大きな影響を子供

たちに与えてしまうところなんです。

そこのメンタル的な面も含めてどうやってい

くのか。しっかりと支えていくことも今後重要

になってくると思います。その辺について何か

意見がありましたらお伺いしたいと思います。

○日隈教育長 まず、１点目のお話ですけれど
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も、先ほどから質問、やりとりの中でありまし

たように、まず現在、このＧＩＧＡスクール構

想というのは、あくまでもハードの整備であり

まして、これを加速化していきたいということ

で国のほうから姿勢が出てきたところです。

今回の補正予算も先ほどから説明があるとお

り、それを加速化するために、このシステムエ

ンジニアさんを活用したりして、できるだけ早

くやっていこう、あるいは研修を充実させてい

こうということで言われているんですけれども、

これはまず整備を早くしていこうということで

す。その先の活用の問題については、まだ具体

的に国からの支援云々というのは見えておりま

せん。本来、この新型コロナ対策とは別の問題

としても、やはりそのソフト的な対応について

の充実というのは図っていかなくてはいけない

ということは我々も大きな課題として考えてお

ります。

ただ、やはりこの新型コロナでなおさら今回、

あるいは日高委員がおっしゃったようにこれか

ら長期化していく、あるいは２回、３回起こる

ということも考えれば、その検討というのは、

やはりもう少しスピードアップしていかなくて

はいけないのかなと思います。

したがいまして、第２段、第３段の対策の中

では国のほうに要望してまいりますし、我々の

ほうもいろんな検討をしなくてはいけないのか

なと思います。このＩＣＴだけじゃなくて、い

ろんな動画であるとか、いろんな教育の材料を

いろいろ用意していくということも含めて、こ

れからもう少し検討を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

２点目のスポーツの関係です。高校総体の全

国大会については方針が示されたところです。

ただ、高校野球については高校野球連盟のほう

で最終的な御判断がどうなるのか、私どもも分

かりませんけれども、ほとんどのスポーツにつ

いては全国大会はないという状況でございます。

では、地方大会として宮崎県はどうするのか

ということについては、報道にあるとおり30日

に高体連のほうで協議されるということで、ど

ういった結論になるのか我々も分かりませんし、

それを受けてまた各学校の子供たちに、あるい

は保護者にどういう御説明をして御理解いただ

けるかということも一つ課題としてあります。

いずれにしても、もし県大会もないというこ

とになれば、これも日高委員のおっしゃったと

おり大きな目標がなくなるのかなと思います。

ただ、部活動の一つの目標というのは大会の成

果もあるんですが、やはり子供たちがスポーツ

をどれだけ愛して、それは自分たちが練習して

どれだけのレベルまでもっていくかということ

もありますので、そこのところが途切れないよ

うに。もし、新型コロナが収束するようであれ

ば、再び練習を再開していただいて、３年生と

してどこまで到達できるかということをやはり

見極めていただきたいし、もし機会があれば、

練習試合も含めて何らかの形を実現できればと

いうふうに我々なりにも悩んでいるところです。

中学３年にしても、高校３年にしても、恐ら

く彼らの一つの節目は夏までかなということも

ありますので、早く収束してこういう活動がで

きればというふうに何とか祈っているところで

す。

各部活の顧問の先生たちは、収束すれば再び

練習させたいという思いは途切れていないと思

いますので、収束次第、練習を再開していただ

ければと考えているところです。

○日高委員 ありがとうございます。よろしく

お願いします。
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○中野委員 どうも緊急事態宣言が５月６日以

降も延長されるような気がするし、それから連

休中の人と人との接触も意外とあるんじゃない

かなと。そうした場合に、またいろいろと発生

の懸念もあるし、人と人との接触をして大体２

週間かかるんでしょう、そうした場合に５月も

かなりの期間を休まざるを得ないと思うんです。

それで延びた場合、ここにも児童生徒及び保

護者への対応ということで１から３まで丸印で

ありますが、教育のやり方を今までの従来のも

のから大きく変化して長期戦に臨むようなこと

をしてもらわないと。最初に言いましたが、ど

うも学力がかなり低下していくんじゃなかろう

かという気がしてならんのです。

この２番目の丸、「児童生徒等に対しては、家

庭学習が適切に行われるよう、教員が電話で指

導するなど可能な範囲で必要な措置を講じるこ

と」というのは、こういう方向でやるという考

えがあるということですか。

なるべくこういうことも取り入れてやらない

と、今のところはプリントを渡して、先生から

電話も一本も来ない。テレワークじゃないです

けれども、テレスタディでもするぐらいの考え

でないと、子供たちも野放し状態になると思う

んですね。だからその辺もきちんと厳しく指導

してやって、休んでおっても学力が低下しない

ような指導、先生たちも一人一人に電話するの

は大変だと思うけれども、長期間の間にやる方

法はあると思うんですね。

その辺りを何か工夫して、この際、例えば読

書でもさせるような方向にするとか、電話をか

けていろいろ指導するとか、これもしたいとい

う話だと思うんですけれども、何か今まで従来

のものから変更してやらないと、意外と長期化

する可能性がありますので、ぜひ今までの考え

方を改めるというか、変えてやってほしいと思

います。考え方なりをお聞かせください。

○押方高校教育課長 高校教育のほうでは、も

う現に今委員がおっしゃったとおり子供に電話

をかけたり、もしくはメールをしたりして、い

ろんな面談をしたり、先ほど出ております生徒

の端末と学校の端末をつないでＺｏｏｍで授業

をしたり、いろんな面談をしている学校も出て

おりまして、ここにも書いてありますけれども、

臨時休業中に登校日を設けることができるとい

うふうに書いてありますので、その辺りでまた

指導をしたり連絡をしたり、そういうふうなも

のを常々やるような方向で動いていっておりま

すので、さらにまた充実させるようにしていき

たいと思っております。

○中野委員 義務教育のほうで、少し県とは関

係ないかもしれないけど、今年小学１年生に入

学した子供たち、宮崎市なんかはもうずっと休

みで、入学式と登校日１回の２回しか行ってい

ないんでしょう。その子供たちも何か今のうち

にフォローしてやらないと、新たにまた通学が

始まってから大変だと思うんですがね。その辺

りは特別に新１年生については指導を含めて

やってほしいと思うんですが。

○吉田義務教育課長 ありがとうございます。

もうおっしゃるとおりで、小学校の新１年生は

入学式、それからその後の登校日のみしか学校

に行っておりません。

ただ、各学校においては、その子供たちとは、

登校日等にきちんと担任が対応をしております。

委員が今御心配いただいているような取組を進

められるように、また県からも各市町村にはい

ろいろお願いをしていきたいと考えております。

○中野委員 将来のことを言って申し訳ありま

せんが、何十年後か先に、このコロナで長期間
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休んだ子供たちが、なかなか能力を発揮できな

いのはあのときのコロナ世代だと将来やゆされ

るようなことがないように、そういう子供が出

ないように、ぜひ今のうちに対策できるものは

やってほしいと思います。要望しておきます。

○内田副委員長 私もこの委員会に所属するの

は初めてなので、まだ勉強不足な点もあると思っ

ていますので、今からの質問について、広い心

で受けとめてもらいたいと思っていますが、今

回、コロナが発生した地域によっては、学校や

市町村の判断で臨時休業を行った中で、よく質

問とか相談を受けていたのが、何で県は私学に

対して休業要請できないんだとか、強制力がな

いのかとか、先生たちの間でも私学は部活をやっ

ているけれども自分たちはできないとかといっ

た、何だかすごく歯がゆいような相談を受けま

した。また、私学─私学と言ったら申し訳な

いんですけれど、マスクを強制させなかったり

体温を測らせなかったりと、公立と私学でばら

つきがあり過ぎだといった相談もあったんです。

県からこれまでも私学に対してこれだけのこ

とをやったとか、実はこうなったときには強制

力が働くんだとか、何かそういうルールがある

のか、また、これまでに私学とこういう連携を

とってきたんだというようなことがあれば教え

ていただきたいと思います。

○川北教育政策課長 これまで県のほうから私

学に対して要請とか、そういったことはしてき

ておりません。私学については適切に御判断い

ただくという前提でございました。

今後、感染症の拡大がどうなっていくかとい

うことで、どんどん広がっていくと、もしそう

いうことにもなれば何らかの対応を考えなけれ

ばいけないと思いますが、現状は宮崎の感染症

拡大状況、例えば経路がはっきりしているとか、

そういう状況を踏まえた上で、これまでは私学

に対しては特段そういった要請はしていないと

いうことで御理解いただければと思います。

○日隈教育長 今教育政策課長がお答えしたと

おりなんですけれども、私立学校は私学の独自

性というのが強く打ち出されて、所管は総合政

策部のみやざき文化振興課が担当しているんで

す。私はそこの部長を２年しておりましたが、

そちらのほうで指導をするということなんです

けれども、教育委員会のほうではいろんな文部

科学省の通知であるとか、あるいは今回のコロ

ナを含めて、私どもが出す文書、通知等につい

ては、参考までに総合政策部にお渡しして、そ

こから私学振興協会を通じて各私立学校にもお

伝えしております。

ですから、意味合いとしては、所管は知事部

局の総合政策部になりますけれども、県のほう

がこういう対応を取られたんですから、やはり

そういったものを踏まえながら御検討ください

というような意味合いで連絡を取っているとい

うような関係でございます。ただ、教育の在り

方としては、私立学校の方針なりがございます

ので、そこは独自の御判断があるのかと思いま

す。

今回の安全安心の観点については、同じ方向

を見ていただいているかと思うんですけれども、

スポーツを一つの特色とされている学校も多い

ですので、そのあたりの御判断はいろいろ学校

によって違うのかなというのは、今内田副委員

長のほうからあったお話かなとは思います。

○日高委員 これはコロナウイルス対策本部長

の河野知事が私学に一言言えばいい問題だと思

うんです。これは知事としてじゃなくて本部長

として。これは私学も民間もどこも一緒ですよ

と。
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しかし私学振興会の理事長に聞くと、しっか

りやっていきますとは言っていましたけれど、

それが私立で守られていないところがあったら、

やっぱり知事が言わないといませんよ、本部長

なんですから。日隈教育長から伝えておいてく

ださい。

○内田副委員長 もう一つ、教職員の勤務につ

いてということで書いてありますが、非常勤の

方が、いわゆる市町村によって学校休業となっ

たときに、いきなり明日から休んでくださいと

いうことになり、報酬を頂けなかったというよ

うなお話を聞いたんですけれども、それは事実

なのか。きちんと納得いくような説明を非常勤

の方にもされていたのか、これからもされるの

かということをお答えください。

○東教職員課長 非常勤職員につきましては、

例えば授業を持たれている方でも、別の業務を

学校長のほうから依頼して、その時間分、働く

ことができるようになっております。その点を

各学校長から、非常勤職員にお話していただく

ことで対応しております。

○内田副委員長 ということは、報酬の削減も

ないですよね。

○岩切委員長 済みません、答弁がかみ合って

いないみたいです。首になっている人がいるん

じゃないかという御質疑だったと思いますので。

○東教職員課長 今申し上げましたのは、県費

負担で雇用している非常勤職員については、そ

ういう通知をしております。その通知を参考に、

各市町村でも非常勤職員を任用されております

ので、その通知に従って各市町村で任用されて

いる非常勤の方には、そういう通知をしている

ところでございます。内田委員のおっしゃった

市町村の非常勤職員について、校長から説明が

あったのか、なかったのかについては、私たち

では認識しておりません。

○蓬原委員 コロナ失業が結果的には子供の貧

困だったり学業に影響してくるわけだから、そ

ういうコロナ失業が出ないように、教育委員会

としてできること、そういう視点は必要じゃな

いかということを今の質問の中から感じたとこ

ろでした。その人たちにも子供がいたりいろい

ろある訳で、いずれは遅れて影響が出てくるの

だから、今おっしゃるようにほかの業務をやっ

ていただくなど、できる限り雇用が確保できる

ようにしていただけるといいんじゃないかと感

じたところでした。

○東教職員課長 今の会計年度職員につきまし

ては、教職員課のほうでも再度、各市町村にも

非常勤職員の状況等を確認して、指導してまい

りたいと考えております。

○二見委員 確認ですけれど、今の指導にあっ

た、学校長の判断で業務を別のものに変えるこ

とができるということなんですが、教育委員会

では校長会とかを通じて指導をされるというこ

となんですけれども、ほかに業務がなければ、

校長はその指示をしなくてもいいというスタン

スなのか。教育委員会のスタンスです。

その辺を学校長にお任せしますというのと、

今意見があったようなことを踏まえた上でしっ

かり対応を考えてくださいと伝えるのでは、も

う結果があらかじめ見えてしまうんじゃないか

なと─市町村のほうを調べないとわからない

かもしれないけれども、どういう対応をされた

んですか。

○東教職員課長 会計年度職員、非常勤職員に

ついて、県費負担分では県立学校等にそういう

通知をしてお願いしております。実際には臨時

休業中に児童らを受入れをしたりしている市町

村の学校もございますので、その市町村につき
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ましては、児童らの見守り等をお願いしたりと

か、そういうことをしていただくようにお願い

しております。

市町村単独で雇用されているところについて

は、それに準じた取扱いをしていただいている

と思っておりますので、その点についても再度

確認をしていきたいと考えております。

○岩切委員長 ほかに御質疑はございませんか。

副委員長、１点だけ確認させていただきたいこ

とがあるんですがよろしいですか。

○内田副委員長 岩切委員長、どうぞ。

○岩切委員長 １点だけ確認させてください。

臨時休業中にＤＶや虐待などの報告を教育委員

会で受けていらっしゃるのかという点、さらに

は、特に生徒の年齢にあるお子さん方の非行問

題などは発生していないのかを教えていただき

たいんですが。

○川北教育政策課長 後ほど、第２班におきま

して人権同和教育課が入ります。よろしければ

そちらで御質問をいただけると。

○岩切委員長 ありがとうございました。ほか

にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもって第１班、

教育政策課、高校教育課、義務教育課、特別支

援教育課、教職員課、生涯学習課、スポーツ振

興課の審査を終わります。執行部の皆様、お疲

れさまでした。

入れ替えのため、暫時休憩いたします。

午後２時54分休憩

午後２時58分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

それでは、第２班の幹部職員の紹介をお願い

いたします。

○日隈教育長 それでは、先ほどの常任委員会

資料をお手元によろしくお願いいたします。

１ページをお開きください。

関係課室長が入れ替わりましたので、改めて

御紹介申し上げます。

まず、財務福利課長の四位久光であります。

同じく財務福利課育英資金室長の山崎博文で

あります。

次に、文化財課長の籾木郁朗でございます。

最後に、人権同和教育課長の島㟢善真理でご

ざいます。

よろしくお願いいたします。

なお、先ほども御説明いたしましたが、５ペ

ージから14ページまで、各課ごとの組織及び事

務を記載しております。

また、主な各課の新規・改善事業につきまし

ても、先ほど申し上げましたとおり17ページか

ら27ページまで記載しております。後ほど御覧

いただきたいと思います。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

○岩切委員長 所管業務の説明が終わりました。

委員の皆さんの質疑を承りたいと思います。

○渡辺委員 委員長からも御質問があると思い

ますので、改めて６月に伺いますが、学校の校

則の件がテレビ報道等でかなり扱われて、知事

の記者会見でもテーマとして質問が相次いでい

ました。

その中身についての是非とか考え方を本日伺

う気はないんですが、それだけの指摘がある中

で、県教委として現時点で何かアクションがあ

るのか、ないのかという確認だけさせてくださ

い。

○島㟢人権同和教育課長 校則につきましては、

地域の実情などを考慮しまして各校長が判断す
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ることになりますので、社会通念上合理的かの

再検討とか、あるいは見直しがなされてこなかっ

た部分の再検討など校則が現在適切なものと

なっているのか、今後、県立学校長協会と連携

を図ってまいりたいと考えております。

○渡辺委員 しつこく聞く気はないんですが、

今の御答弁で問題認識は分かったんですが、現

時点でアクションがあるのかないのか。つまり、

もう指摘があって一定の時間がたっているので、

それを受けての構えやアクションの予定がある

のか、受けとめ方が少し分からないので、その

辺をもう少し分かりやすく御説明いただきたい。

○島㟢人権同和教育課長 県立学校長会で受け

まして、その後、協会のほうで審議されるわけ

なんですけれども、そこに我々も参加させてい

ただきまして、具体的な今後の方針や方向性を

協議してまいりたいと考えておるところです。

○渡辺委員 分かりました。

○岩切委員長 ほかに御質疑はございませんか。

なければ私から１点だけ。

○内田副委員長 岩切委員長、どうぞ。

○岩切委員長 臨時休業中なんですけれども、

臨時休業中にＤＶがあるとか虐待が増えている

とか、そういう報道もあります。それらの報告

を県教委のほうで受けていらっしゃるか。

また、生徒の年齢になるお子さん方の非行の

問題などについて報告があっているか、その点

についてお聞かせいただきたいと思います。

○島㟢人権同和教育課長 現在のところ、当課

のほうには福祉部局よりＤＶ、虐待の情報は入っ

てきておりません。非行についても当課に上がっ

てきていないところでございます。

○岩切委員長 ありがとうございます。

ほかに２班の業務に関する御質疑はございま

せんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 その他で何かありませんでしょ

うか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもって教育委

員会の審査を終わります。執行部の皆様、お疲

れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時５分休憩

午後４時３分再開

○岩切委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

各議案につきまして、賛否を含め意見をお願い

いたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、採決を行いたいと思

います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号及び報告第１号につきましては、

原案のとおり可決、または承認することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号及び報告第１号につきましては、原

案のとおり可決、または承認すべきものと決定

いたしました。

次に、委員長報告の項目及び内容について、

御意見をお願いいたします。特にないですか。

〔「コロナに関わる内容」と呼ぶ者あり〕
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それでは、そのような御意見を踏まえて、コ

ロナ対策等に関わる取り組みについて意見を付

してつくりたいと思いますけれども、その他の

項目については正副委員長に御一任いただくこ

とでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのようにいたした

いと思います。

暫時休憩いたします。

午後４時５分休憩

午後４時５分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

次に、４月17日に行われました委員長会議の

内容について御報告いたします。

委員長会議において、お手元に配付の委員長

会議確認事項のとおり、委員会運営に当たって

の留意事項等を確認いたしました。

時間の都合もありますので、主な事項につい

てのみ御説明いたします。

まず、１ページをお開きください。

（５）の閉会中の常任委員会についてであり

ます。

定例会と定例会の間に原則として１回以上開

催し、また、必要がある場合には、適宜、委員

会を開催するという内容であります。

次に、２ページをお開きください。

（７）の執行部への資料要求につきましては、

委員から要求があった場合、委員長が委員会に

諮った後、委員長から要求するという内容です。

（８）の常任委員長報告の修正申入れ及び署

名についてであります。本会議で報告する委員

長報告について、委員会でその内容を委員長一

任と決定した場合、各委員が修正等の申入れを

行う場合は、委員長へ直接行うこと、報告の署

名は、委員長のみが行うこととするものであり

ます。

（９）のマスコミ取材につきましては、取材

は、原則として採決等委員協議を含めて記者席

で行わせるという内容でありまして、委員会は、

採決等も含め、原則公開となっております。

次に、３ページをお開きください。

（12）の調査等につきましては、ア、県内調

査、イ、県外調査、ウ、国等への陳情と分かれ

ております。

アの県内調査についてでありますが、４点ご

ざいます。

１点目は、県民との意見交換を活発に行うた

め、常任委員会の県内調査において、県民との

意見交換を積極的に行うというものです。

２点目は、調査中の陳情・要望等については、

委員会は内部審査機関であり、対外的な権限を

持つものではないため、後日、回答するなどの

約束はしないというものであります。

３点目は、委員会による調査でありますので、

単独行動による発着はできる限り避けるという

ものであります。

４点目でありますが、調査先は、原則として

県内の状況把握を目的として選定されるもので

すが、県内での調査先の選定が困難であり、か

つ県政の重要課題に関して特に必要がある場合

には、日程及び予算の範囲内で隣県を調査でき

るというものであります。

４ページをお開きください。

（15）の委員会室におけるパソコン等の使用

についてですが、詳細は10ページにありますの

で、後ほど御確認ください。

その他の事項につきましても、目を通してい

ただきたいと思います。

皆様には、確認事項等に基づき委員会の運営
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が円滑に進むよう御協力をお願いいたします。

確認事項等について何か御意見はありません

でしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 次に、今年度の委員会調査など

活動計画案については、お手元の配付資料のと

おりでありますます。

活動計画案にありますとおり、委員長会議に

おいて、当初５月に計画されていました県内調

査を７月と８月に延期する旨を確認しておりま

す。新型コロナ感染症の感染状況等を見ながら、

８月に実施予定の県外調査と併せて６月定例会

で決定いただく予定としておりますが、現時点

で調査先の希望等があれば御意見を伺いたいと

思います。

参考までに、お手元に資料として過去３年分

の当委員会の調査実施状況を配付しております。

暫時休憩いたします。

午後４時11分休憩

午後４時13分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

その他、何かありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を終わります。

午後４時15分閉会



署 名

岩 切 達 哉文教警察企業常任委員会委員長


